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熊本県議会 環境対策特別委員会会議記録第 ９ 回

平成20年12月12日（金曜日）

午前10時５分開議

午後０時30分閉会

本日の会議に付した事件

(1)産業廃棄物処理施設の公共関与推進に関

する件について

(2)有明海・八代海の環境の保全、改善及び

水産資源の回復等による漁業の振興に関

する件について

(3)地球温暖化対策に関する件について

(4)付託調査事件の閉会中の継続審査につい

て

出席委員（16人）

委 員 長 鬼 海 洋 一

副委員長 吉 永 和 世
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委 員 船 田 公 子

委 員 山 口 ゆたか

委 員 浦 田 祐三子

委 員 内 野 幸 喜

委 員 髙 野 洋 介

委 員 増 永 慎一郎

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

環境生活部

部 長 村 田 信 一

次 長 江 副 健 二

次 長 中 山 寛

環境政策課長 楢木野 史 貴

環境政策監兼環境政策課

環境立県推進室長 森 永 政 英

環境保全課長 福 留 清 秀

水環境課長 小 嶋 一 誠

自然保護課長 久 保 尋 歳

廃棄物対策課長 山 本 理

廃棄物公共関与政策監兼

廃棄物対策課

公共関与推進室長 山 口 洋 一

地域振興部

政策審議員兼

交通対策総室課長補佐 中 川 誠

商工観光労働部

次長 竹 上 嗣 郎

産業支援課長 前 田 正 夫

農林水産部

次 長 三 島 和 隆

次 長 堤 泰 博

政策調整審議員兼

農林水産政策課課長補佐 浜 田 義 之

首席農林水産審議員兼

農業技術課長 藤 井 正 範

畜産課長 高 野 敏 則

農村整備課長 榎 純 一

森林整備課長 織 田 央

森林保全課長 藤 崎 岩 男

水産振興課長 岩 下 徹

漁港漁場整備課長 久保田 義 信

農業研究センター所長 久 保 研 一

水産研究センター所長 吉 田 好一郎

土木部

次 長 天 野 雄 介

土木技術管理室長 田 口 覺
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道路整備課課長補佐 手 島 健 司

河川課長 野 田 善 治

港湾課長 大 塚 徹

土木審議員兼

都市計画課課長補佐 林 俊一郎

土木審議員兼

都市計画課景観公園室長 大 谷 祐 次

下水環境課長 中 庭 安 一

教育委員会事務局

義務教育課長 木 村 勝 美

企業局

次 長 上 野 幸 一

工務課長 福 原 俊 明

警察本部

交通部参事官 新 藤 俊 博

事務局職員出席者

政務調査課課長補佐 内 田 豊

議事課課長補佐 中 村 時 英

午前10時５分開議

○鬼海洋一委員長 ただいまから、第９回環

境対策特別委員会を開催いたします。

開会に当たりまして、一言お礼を申し上げ

たいと思います。

先日、11月12日から14日にかけまして実施

しました管外視察につきましては、多数の委

員に御参加いただきまして大変お疲れでござ

いました。

今回は、茨城県及び神奈川県内の研究機関

並びに環境関係の条例に関して東京都の視察

を行いました。

つくば市の産業技術総合研究所では、太陽

光発電に関しての実証、評価について、神奈

川県の地球環境戦略研究機関では、資源循環

やバイオ燃料の可能性等について、横浜港湾

空港技術調査事務所では、人工干潟や環境モ

ニタリング実験について、さらに、東京都で

は、環境確保条例に関しての取り組みについ

ての説明を受け、活発な質疑を行ってまいり

ました。

それぞれに先進的な取り組みでありまして、

試験研究等を実施されており、大変有意義な

内容であったと思っております。

今後は、この視察で勉強したことを参考に

しながら、今後の委員会審議に中身を利用し

ていただければというふうに思っておるとこ

ろでございますので、どうぞよろしくお願い

いたしたいと思います。

それでは、早速委員会に入ります。

執行部を代表して、村田環境生活部長から

ごあいさつをいただきます。

○村田環境生活部長 おはようございます。

執行部を代表して、一言ごあいさつを申し上

げます。

委員の皆様方におかれましては、産廃施設

の公共関与の推進、有八の再生、それから地

球温暖化対策の推進と、３本柱で常日ごろ格

別の御配慮をいただいておりますことに深く

感謝を申し上げます。

また、今委員長からもお話しございました

ように、去る11月に、主に関東方面での取り

組みについての御視察をいただきました。改

めて感謝を申し上げます。

執行部といたしましても、研究機関や行政

の先進的な取り組みにつきまして大変勉強を

させていただいたというふうに思っておりま

す。今回の視察結果を、今後の環境対策の立

案や実施に生かしていきたいというふうに考

えております。

本日は、議題の本県の温室効果ガスの総排

出量の状況や本県における地球温暖化対策の

進捗状況などについて、関係課長から御説明

をいたします。

また、報告事項といたしましては、公共関

与による処分場の整備及び有八再生に係る提

言への対応といったことにつきまして、９月

議会以降の進捗状況の２点を予定いたしてお
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ります。よろしく御審議をお願いいたします。

○鬼海洋一委員長 それでは、お手元に配付

の委員会次第に従いまして審議させていただ

きますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。

議題につきましては、前回の御議論を踏ま

えまして、さらに地球温暖化対策に関する件

を集中的に審議をしたいというふうに考えて

おります。

そこで、私の指示によりまして、前回参考

資料として提示した５つのテーマの施策を３

本に絞りまして、より詳しい資料を作成して

もらいましたので、これも前回の議論の中身

を踏まえてのことでありますが、さらに議論

を深めることができればと考えております。

まず、執行部から説明を受け、その後、質

疑を行いたいと思います。

なお、委員会の運営を効率的に行いたいと

考えておりますので、説明につきましては簡

潔にお願いいたします。

じゃあ、執行部から説明をお願いします。

まず、楢木野環境政策課長。

○楢木野環境政策課長 環境政策課でござい

ます。

まず、きょうの議題でございますが、本県

の温室効果ガス総排出量の状況、それから本

県における地球温暖化対策ということで、ま

ず、説明資料のほうの説明からさせていただ

きたいと思います。

説明資料の１ページをお願いいたします。

○鬼海洋一委員長 座ってどうぞ。

○楢木野環境政策課長 済みません、着座の

まま説明させていただきます。

説明資料の１ページでございますが、本県

の温室効果ガス総排出量につきましては、９

月の委員会におきまして平成18年度の速報値

を報告しておりましたが、その後、追加デー

タが確定いたしましたので、今回、確定値及

び要因分析について御説明をいたします。

まず、１温室効果ガス総排出量についてで

すが、平成18年度の総排出量は1,228万5,000

トン、基準年の平成２年と比べて10.2％上回

っております。前年度との比較では0.5％減

少しておりますが、依然、削減目標との差は

16.2％という厳しい状況でございます。

目標を達成するためには、一番右の棒グラ

フのとおり森林吸収で8.1％のほか、同じパ

ーセンテージですけれども、8.1％の排出削

減が必要な状況でございます。

２ページをお願いいたします。

２の部門別の温室効果ガス排出量について

ですが、部門別内訳を見ますと、ごらんのと

おり産業部門が38.8％と最も多く、次いで運

輸部門24.5％、家庭部門16.5％と続いており

ます。

また、基準年と比較した伸び率を見ますと、

家庭部門が18.1％と最も大きく、次いで業務

その他部門、運輸部門と続いております。

前年度との比較では、全般的には若干減少

しておりますが、産業部門は増加傾向にあり

ます。

３ページをお願いいたします。

増減要因の分析についてですが、９月の委

員会で、要因をよく分析して対策につながる

ようにと御意見をいただいたところでござい

ます。各部門とも、基準年と比べて排出量が

増加しておりますので、この要因について考

えられますことについて御説明をいたします。

グラフもあわせてごらんいただきたいと思い

ます。

まず、(1)産業部門、業務その他部門をあ

わせた産業、業務その他部門ですが、産業部

門の排出量は、基準年比で10.2％増加してお

り、近年は増加傾向にあります。これは、右

上の図の折れ線グラフのとおりエネルギーの

効率化が図られている一方で、県内の製造業
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を中心に企業の誘致件数が増加したこと等に

伴って、同じ図の棒グラフのほうをごらんい

ただきたいと思いますけれども、製造品出荷

額が伸びたためと考えられます。

業務その他部門の排出量は、基準年比で11.

7％増加しております。これは、右下の図の

折れ線グラフのとおり、大型小売店の売り場

面積が大幅に増加したこと等により、電力消

費量が増加したためと推測されます。

４ページをお願いいたします。

業務その他部門の排出量が前年度と比較し

て若干減少しているのは、右上の図のグラフ

のとおり、２月を初め全般的に基準年より気

温が高うございまして、暖冬により電力消費

量が減少したものと考えられます。

次に （2）運輸部門についてですが、排出、

量は、基準年比で11.2％増加しています。こ

れは、右下の図の折れ線グラフのとおり、自

動車の保有台数の増加に伴い、ガソリン及び

軽油の消費量が増加したことによります。ま

た、排出量が前年度と比較して若干減少して

おりますのは、ガソリン及び軽油の価格上昇

により、同じ図の棒グラフのとおり走行距離

が短くなったことが考えられます。

５ページをお願いいたします。

、（3）家庭部門についてですが、排出量は

基準年比で18.1％増加しておりまして、最も

大きな伸びを示しています。これは、右上の

図のとおり世帯数の増加や右下の図のとおり

家電製品等の普及に伴いまして、電力消費量

が増加したことによると推測されます。また、

排出量が前年度と比較して若干減少しており

ますのは、業務その他部門と同様、暖冬によ

り電力消費量が減少したものと考えられます。

６ページをお願いいたします。

本県における地球温暖化対策についてです

が、９月の委員会において御審議いただいた

取り組みのうち、事業の進捗状況について記

載内容を修正し、該当個所に下線を引いてお

ります。

これらの取り組みにつきましては、引き続

き着実に進めさせていただき、成果等につき

ましては、改めて２月の委員会で御報告させ

ていただくこととし、本日は、この資料をも

って説明にかえさせていただきたいと思いま

す。

以上で説明資料の説明は終わります。

○鬼海洋一委員長 それでは、引き続き参考

資料の説明をお願いいたします。

まず、楢木野環境政策課長。

○楢木野環境政策課長 それでは、参考資料

の説明をいたします。

1ページをお願いいたします。

この参考資料は、先ほど委員長の御説明が

ありましたとおり、９月に御報告しました新

たな施策につきまして、平成18年度の総排出

量の確定値を踏まえ、委員長の指示で、今後

の取り組みの方向性について３本に絞ってお

示しするものでございます。

まず、本県の環境基本計画に基づく平成22

年度までの温室効果ガス排出量の基準年比６

％削減を着実に達成するためには、排出量削

減につながる的確な施策を実施する必要がご

ざいます。

特に、温室効果ガス排出量の部門別内訳に

おいて大きな割合を占めています産業、業務

その他部門、２つの部門をあわせますと、総

排出量のおよそ半分を占めております。

そして、運輸部門、家庭部門について、増

加要因を踏まえた取り組みの方向性と、その

方向性を実現していく新たな具体的な施策に

ついて、以下御説明をいたします。

まず、１産業、業務その他部門についてで

すが、①の増加要因の分析についてですけれ

ども、産業部門においては、エネルギー効率

は図られているものの、先ほども申し上げま

したように、製造業における製造品出荷額が

伸びていること、業務その他部門においては、
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大型小売店の売り場面積等の増加による電力

消費量の増加が温室効果ガス排出量の増加要

因として推測され、したがって、環境と経済

の両立した持続可能な社会を目指す上では、

より一層のエネルギーの効率化を図っていく

必要がございます。

また、②の事業者アンケートについてです

が、本年10月、熊本県ストップ温暖化県民総

ぐるみ運動推進会議会員、230事業所ほどご

ざいます。それと、地球温暖化対策推進法に

基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表

制度の県内対象事業所、これは175社ほどあ

りますが、これを対象に地球温暖化防止に関

するアンケートを行いました。

その結果、地球温暖化防止に関する日常の

取り組みについて、工場やオフィス等で使用

されるエネルギーの削減余地については、約

９割が、まだ十分な削減余地がある、または、

ある程度の削減余地があると回答してきてお

ります。

以上から、産業、業務その他部門における

取り組みの方向性としましては、昨今の社会

経済情勢を踏まえ、経済活動の規制によるも

のではなく、事業者の自主的かつ計画的な削

減の取り組みを促していくことが第一に必要

と考えられます。

２ページをお願いいたします。

具体的施策として （2）ですが、事業者の、

自主的削減の促進について説明をいたします。

事業者の自主的な削減の取り組みが成果を

上げるためには、事業者がみずからの現状を

適切に認識し、みずから削減目標を定め、そ

の削減対策の実施状況が社会的に評価される

と、そういう仕組みを整備することが必要だ

と考えております。

事業者が、温室効果ガスの削減目標や削減

対策を記載した計画書を３年ないし５年ごと

に、温室効果ガスの排出量や削減対策の実施

状況を記載した報告書は毎年度地方自治体に

提出し公表する制度につきましては、これは

もう他県で導入されている例もありまして、

効果が期待できるものでございます。

この制度については、関係法において一定

の計画書や報告制度があるために、まず、①

ですけれども、関係法令との整合性について

御説明をいたします。

まず、ア）計画書について、表をごらんい

ただきたいと思います。

現行制度の体系を整理したものですが、上

から、エネルギーの使用の合理化に関する法

律、いわゆる省エネ法、それから地球温暖化

対策の推進に関する法律、略して温対法、そ

れと他県の制度を比較したものを表にしてお

ります。横に大規模事業所、中小規模事業所

を記載していますが、県内それぞれ175社、

約６万社ございます。

省エネ法では、大規模事業所の一部を対象

に、エネルギー使用合理化の目標達成のため

の中長期的な計画の提出を義務づけておりま

す。

温対法では、すべての事業者を対象に排出

抑制計画の作成を規定しておりますけれども、

これは努力規定にとどまっております。他県

の制度では、省エネ法よりも広く対象を設定

したり――これは２種や中小規模事業所を含

んだりということですけれども、そういうふ

うに広く対象を設定したり、温対法よりも確

実な提出を求める、義務規定にするといった

例もございます。

なお、省エネ法がことし５月に改正されま

して、事業所単位から事業者単位に対象の考

え方が見直されておりますので、工場や店舗

などの事業所一つ一つでは対象にならなくて

も、これらをあわせて事業者単位でとらえた

場合に対象となり、つまり、表の中で規定な

しと記載している部分について一部対象が拡

大される場合が出てまいります。

３ページをお願いいたします。

イ)報告書についてですが、表をごらんく

ださい。
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計画書と同様、現行制度の体系を整理した

ものでございます。

省エネ法、温対法とも、大規模事業所を対

象に、毎年度温室効果ガス排出量の報告を義

務づけておりますけれども、削減対策の実施

状況、その中身の報告までは求めておりませ

ん。他県の制度では、省エネ法、温対法より

も広く対象を設定して、排出量の実績のみな

らず、削減対策がいかに実施されたかを報告

させる例もございます。

なお、計画書と同様、省エネ法、温対法が

改正され、事業所単位から事業者単位に対象

の考え方が見直されますので、現行制度で対

象にならなくても、改正法により対象に含ま

れる場合が出てまいります。

②他県における制度の導入状況ですが、九

州では、長崎県、宮崎県を含む全国20都府県

で導入されておりまして、条例により規定さ

れております。

４ページをお願いします。

③この制度を導入した場合の本県の削減効

果を試算いたしております。

算定時に設定した前提として、制度の対象

を、温対法の特定排出者に加えて、フランチ

ャイズチェーンを含む事業者単位と仮定をい

たしました。

削減効果は、報告された排出量の公表を行

っている都府県の近年の実績を、そこに参考

として表にまとめておりますが、これらから

４％と設定をいたしました。

以上から、削減効果の見込みは、制度の対

象となる事業者の排出量に削減率を掛けまし

て17万8,000トンと導き出され、これは本県

の基準年の温室効果ガス総排出量の約1.6％

に相当いたします。

５ページをお願いいたします。

最近の国の状況として （3）排出量取引の、

国内統合市場の試行的実施について御説明を

いたします。

本年10月から、国において、排出量取引の

国内統合市場の試行的実施の参加者募集が始

まりました。

図をごらんください。

排出量取引は、国内統合市場を構成する仕

組みの一つであり、参加者、これは企業等で

すけれども、ここではＡ社としておりますが、

自主的に削減目標を設定し、その達成を目指

して、みずからの努力で排出削減を進めます。

これとは別に、目標達成に充当できるもの

として、３つの取引を認めています。

１つ目が、これはＢ社としておりますけれ

ども、他の参加者の削減目標の超過達成分で

ございます。

Ｂ社は、目標としていた排出枠以上に排出

削減を進め、排出枠つまりCO2を排出できる

権利が余っている、Ａ社は、この余った排出

枠を購入することで排出枠を大きくする、そ

ういうことで目標達成に役立てることができ

ます。

２つ目は、Ｃ社としておりますけれども、

国内クレジットでございます。

大企業と中小企業の協働事業として行われ

るものですけれども、大企業からの技術や資

金の提供を受けて中小企業が排出削減に取り

組む、そしてそこで達成された排出削減量を

大企業の目標達成に充当するという場合でご

ざいます。

３つ目は、Ｄ社としておりますけれども、

京都議定書に基づく海外における温室効果ガ

ス削減分、いわゆる京都クレジットでござい

ます。一例ですけれども、技術や資金を提供

して実現した排出削減量を目標達成に充当す

ることができます。

国では、試行実施により得られた経験を生

かして、排出量取引を本格導入する場合に必

要となる条件とか制度設計上の課題などを明

らかにして、我が国の産業に見合った制度の

あり方につなげることといたしております。

２の運輸部門につきましては、交通対策総

室から御説明を申し上げます。
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○中川交通対策総室政策審議員 交通対策総

室でございます。

引き続き、資料の６ページをお願いいたし

ます。座らせていただきます。

○鬼海洋一委員長 どうぞ座ってからお話し

ください。

○中川交通対策総室政策審議員 運輸部門に

おける取り組みの方向性でございます。

運輸部門におきましては、先ほどの説明に

ありましたとおり、自動車の保有台数増に伴

い、ガソリン等の消費量が増加したことが温

室効果ガスの増加要因と推測されます。よっ

て、その大半を占めている自家用車の使用の

抑制が重要となります。

自家用車の使用を抑制するためには、その

代替となる公共交通機関の利便性を高め、自

家用車からの利用転換を促進する必要があり

ます。

公共交通機関の利便性の向上のための具体

的方策としましては、まずアのバス路線の再

編があります。

これは、既存の往復型のバス路線を統合し、

地域と中心市街地を結ぶ循環路線に変更した

り、新たに病院や商店街等の生活利便施設を

経由するルートを設定するなど、さらに利用

しやすい公共交通ネットワークを整備すると

いうものです。県内の事例としましては、水

俣市のコミュニティーバス・みなくるバス等

がございます。

次に、イの交通結節点の改善でございます。

これは、鉄道とバスや路面電車などとの結

節性を高め、乗り継ぎのための移動の距離を

短縮したり、雨にぬれずに乗り継ぎができる

ように改善するなど、公共交通機関相互にお

ける乗り継ぎの円滑化を図るものでございま

す。県内の事例としましては、熊本市の新水

前寺駅等がございます。

次に、ウの交通ターミナルの新設でござい

ます。

これは、新たに待合スペースを確保し、待

ち時間を安全、快適に過ごせるように改善す

るなど、公共交通機関の快適な利用環境を整

備するものでございます。県内事例としまし

ては、今年度新設された上天草市のさんぱー

るバスターミナル等がございます。

７ページをお願いいたします。

次に、エのパークアンドライド実施エリア

のさらなる拡大でございます。

これは、表にありますとおり、現在、県内

で鉄道やバス等を活用して、６カ所、約400

台が実施中であるパークアンドライド実施エ

リアのさらなる拡大を図るものでございます。

次に、②本県における削減効果の試算でご

ざいます。

試算の前提としまして、県内の自家用車利

用の方のうち、１割の方が週に１日車の使用

を控えた場合を仮定しております。車の燃費

をリッター当たり9.7キロ、１リッター当た

りのCO2排出量を2.3キログラムとしますと、

イにありますとおり１年間に約２万2,000ト

ンの削減となります。これは、本県の基準年

における温室効果ガス総排出量の約0.2％に

相当いたします。

以上でございます。

○楢木野環境政策課長 ８ページをお願いい

たします。

３の家庭部門についてですが、排出量の増

加要因は、世帯数の増加及び家電製品等の普

及に伴う電力消費量の増加によるものと推測

されます。したがいまして、一人一人が地球

温暖化問題をみずからの問題としてとらえ、

省エネルギー対策に努めることを促す施策が

必要でございます。

具体的には、そこに対策としてエコポイン

ト制度を掲げておりますけれども、各家庭に

おける省エネ行動及び省エネ家電製品の購入
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を導入し、温室効果ガス排出量の削減につな

げていくために、一人一人の行動を促す魅力

的な動機づけとして、省エネ家電製品等を購

入する場合等にポイントを付与し、ためたポ

イントで幅広い商品やサービス等に交換でき

るシステムづくりが効果的と考えられます。

ここでは、例として、①のエコ・アクショ

ン・ポイントのモデル事業採択案件について

御説明をいたします。

国は、家庭部門の温室効果ガスを削減する

ため、わかりやすい形で一人一人の取り組み

を促すエコ・アクション・ポイント事業を推

進しておりまして、今年度は、モデル事業と

して、全国型が４件、地域型９件の事業を採

択いたしました。その成果を踏まえ、平成21

年度からは本格展開を図ることを目指してお

ります。

表にまとめておりますのは、地域型の９件

の概要でございます。

ポイントの付与対象行為を見てみますと、

８ページから９ページに表にしておりますけ

れども、１番、５番、６番、８番など、これ

が家庭の取り組む電気、ガス等の省エネによ

るCO2削減を対象にしているものでございま

すが、２番、３番のように、省エネ家電製品

等の温暖化対策貢献商品、サービスの購入を

対象にしているものがあり、それぞれに特徴

がございます。

そのほか、４番、７番では、レジ袋辞退や

マイはし持参のように環境に優しい行動を対

象にしており、９番は、物流業者と連携した

事業展開がなされております。

また、対象の地域は、全県的な取り組みも

あったり、地域の商店街におけるものも見ら

れます。

10ページをお願いいたします。

エコポイント制度を導入した上での本県に

おける削減効果の試算についてですけれども、

温暖化対策貢献商品、これは例として、各家

庭で取り組みやすい省エネ型の電気ポット、

電球型蛍光灯が普及した場合を仮定して算定

をいたしております。

電気ポットの販売台数１台当たりのCo2削

減量は、京都議定書目標達成計画における削

減量の根拠を参考にしております。機器ごと

にCO2削減量を算定し、合計いたしますと２

万1,000トンになり、これは本県の基準年の

温室効果ガスの総排出量の約0.2％に相当い

たします。

４の各部門の削減効果の試算合計について

ですけれども、これまで御説明いたしました

３部門の試算を合計すると、本県の基準年の

温室効果ガス総排出量に占める割合は約２％

になります。

初めに、平成18年度の温室効果ガス総排出

量の確定値において8.1％の排出削減が必要

であると御説明いたしましたけれども、新し

い取り組みはこの４分の１程度に相当するこ

とになります。

以上で説明を終わります。

○鬼海洋一委員長 どうもありがとうござい

ました。

それでは、議題に関する説明資料と参考資

料、双方について説明をいただきました。少

し時間をかけまして、この問題に対する質疑

をお願いしたいと思いますが、どなたかあり

ますか。

○城下広作委員 参考資料のほうの分で、例

の省エネ法と温対法の流れの中で、各県が報

告書の提出義務をやっているということで、

他県の例が出ておりますですね。20都府県で

既に導入をしている。条例化、いろんな形で

やっていると。

環境立県くまもとと言いながら、なかなか

これがやっぱりできていなかったという背景

と、今後、これは結構これによって、最終的

には他県の削減計画をやって、実質そういう

減少ができているということを、効果を考え
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て1.6％相当の削減を見込めるのではないか

というふうにこの試算がなっているのですが、

この辺の考え方で今までこれをやっていない

という部分と、今後これを考えていくという、

この辺のことをちょっとどのように考えてい

るかということ……。

○森永環境立県推進室長 環境政策課の森永

でございます。

お尋ねは、これまで計画書制度といいます

か、事業所部門の制度についての取り組み状

況と、今回の検討についての意味合いという

ことかと思いますが……。

○鬼海洋一委員長 座って、マイクが通るよ

うにお話しください。

○森永環境立県推進室長 失礼いたします。

従来、事業所部門の対策といたしましては、

本県においては、例えばアイドリングストッ

プ事業所の宣言をしていただくような啓発の

事業でございますとか、あるいは具体的な企

、業における省エネを進めていただくISOとか

その簡易版の環境省が提唱しておりますエコ

アクション21という制度でございますが、こ

ういう制度の提唱、促進に向けて、県でも、

入札等について優遇措置を設けたりというや

り方で事業所部門の対策というのを進めてき

たところでございます。

今回、いろんな各県の状況を改めて調べま

して、平成22年の６％達成に向けて、さらに

追加的な対策が必要ではないかと考えており

まして、その意味で今回こちらの資料にござ

いますように、実際計画書制度というのは、

あくまで各企業様が削減に向けての３年から

５年ぐらいの計画を立てていただいて、具体

的な数値目標あるいは具体的な施策、そうい

うのを整理いただいて、それを県に提出いた

だく、提出いただいた計画というのを県で精

査させていただいて、必要なところはまたい

ろいろアドバイスをさせていただく、その結

果をさらに公表するという形で、いわば公表

という形で社会的に出ていくということで削

減のほうを進めていただくという制度でござ

いまして、その計画書制度導入あるいは毎年

度の排出量の提出もセットで出てまいります

が、そういう制度の導入によりまして、ここ

の４ページの資料にございますように、実際

導入された県においても、具体的な削減の実

績が出ているという効果がございますので、

今後、昨今のいろんな社会情勢がございます

ので、規制的な話といいますよりは、自主的

にそういう取り組みを進めていただくための

一つの施策としては有効なものではないかと

考えているところでございます。

○城下広作委員 今の話を聞けば、これはす

ぐ導入したがいいという話に私は聞こえます。

だから要するに、大変、森林吸収のことを考

えても8.1、残り8.1、簡単にこれはできない

んですよね、やっぱり。我々が目標を削減す

るというのは。

そうすると、結果的にやっぱり県は企業誘

致をどんどん進めるわけですよ。そうすると、

事業者というのは、産業部門というのは、こ

れはだんだんだん右肩上がりになるというの

は、これは当然考えられるわけですよ。

また、家庭の分なんていうのは、全然、毎

年これは減らないどころか、ずっと上がって

いくというようなことを考えると、いずれに

しろ、もう削るということが大前提ですから、

やはりそれなりの自覚を持たせるような形で

すべてを取り組まないと、結果的にどんなに

論議をしてもやっぱり実効性が伴っていかな

いということで、特に企業なんかは、こうい

う形で他県が既に導入してある程度実績があ

るなら、我が県としても、しっかり企業には

その責任を、責任といいますか、努力目標を

明確にして、そしてそれに準じて行動をやっ

ていくという計画書というのは、もう遅まき
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ながら全国の約半分ぐらいがやっているわけ

ですから、我が県として導入するような考え

があっても、これは何の問題もないんじゃな

いか、逆にやるべきだというふうに思います。

条例化してやっているというような状況で

すので、これはもう先ほど言った例の温対法

の部分の法の見直しですか、平成22年度にあ

るんですけれども、これは事業所から事業者

という、特にフランチャイズの小さなああい

う店舗なんかも対象になるということは、大

変大きな効果があると思います。

だから、それに伴って、ぜひこれは、こう

いう報告義務をした形のものを真剣に考えて

いくべきじゃないかと思いますけれども、そ

の辺の決意はどうでしょうか。

○森永環境立県推進室長 今お話しいただき

ました、制度としては、実際削減効果が出る

ような取り組みが――いろんな条件といいま

すか、基本的には、各企業の皆様の省エネ法

で既にエネルギーの報告をいただいている、

やっていらっしゃる企業が175社ほどござい

ますが、ここら辺については、当然そういう

エネルギーの管理というのは的確になされて

いると思うんですが、その企業を中心に――

あと、また今回、ちょっとフランチャイズ等

で法律が広がっていく部分がございますが、

それを新たに取り組むところというのがやは

りございまして、昨今のいろんな経済情勢を

踏まえて、そこら辺の経済界の感触といいま

すか、省エネに向けての、いわばこうソフト

的な取り組みでかなり削減が図られる部分も

あるというふうにお聞きしておりますが、ま

さに設備投資的なところまで踏み込んでいく

のかどうかとか、そこら辺の産業界としての

御判断もあると思いますので、そういう御意

見を十分お聞きしながら、制度が導入可能か

どうかについて検討が必要じゃないかと考え

ております。

○城下広作委員 要するに、そのことを検討

して各県は導入をしているわけですから、う

ちだけがそのことで――じゃあ、よその県は、

産業界と話がうまくいってできたということ

ですよ。うちの県は余りできないということ

は、逆にそれまたおかしいんじゃないかと思

うし、それは努力をして――報告をしないと

なかなかそれは、削るということが実行でき

るというのはなかなか難しいですよ、やっぱ

り。やらなければいいですよ。やらなきゃい

けないという大きな目標があるから、それを

具体的にやるためにはどうするかということ

で有効なことになるんじゃないかということ

を考えなきゃいけないと。このことに立って

考えるしか進まないと思いますけれども、ど

うでしょうか、再度。

○鬼海洋一委員長 同趣旨の質疑はございま

せんか。

○岩中伸司委員 関連ですけれども、大きな

意味で私は、経済発展と我々が今やっている

この議論というのは、非常に相矛盾するなと

いうことを――きょうつぶさな報告をいただ

いて、私は、車で来ぬでこれは電車で来なん

だったなというような認識もしたくらいです

が、やっぱり自分自身の認識もちょっと弱い

と思うんですが、経済活動とこれは相矛盾す

ると思うんですが、そこら辺をどう乗り越え

ていくのか、どうも私にはわかりませんね。

そこも含めてあれば。

○鬼海洋一委員長 ほかには、委員の方から。

○佐藤雅司委員 その辺の関連で。

米国発の住宅バブルから端を発する、いろ

んな、世界同時100年来の大不況だというふ

うに言われております。大体東京から半年や

１年で熊本のほうもその影響があるというふ

うに言われておりましたけれども、我々が最
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近勉強した中では、大体タイムリーに同じぐ

らいのスピードで来るんだ、熊本のほうにも

来ているというような話があっております。

特に、熊本は、自動車、そして半導体、先

端産業があるからだというふうにも言われて

おりますし、このような、もちろん方向とし

ては、今議論があっているような方向で私は

いいんだろうと思いますけれども、このやっ

ぱり不況をどういうふうにとらえて、そして、

我々は進めていくかというのが大きく前に立

ちはだかってきたなという感じがいたしてお

ります。

もちろん、事業所、家庭、あるいはいろん

な環境問題も含めて、進めていく方向性は変

わらないと思いますが、その辺を進めるに当

たって相当にやっぱり注意をしていかないと、

今どき何言っているんだという逆の方向にな

りはしないかと。

そして、しかも雇用不安があったり、いろ

んな状況、社会が、全治３年というふうにも

ある人は言っておりますけれども、そのよう

な話もあっているような状況ですから、やっ

ぱりこのことを進める、県としてどの程度ま

で進めていくのかというのが、ここに至って

非常に大きな課題になってきたなと。

方向としては、私は間違いないのだろうと

思いますけれども、やっぱり私たちが考える

予想以上の――私も経済委員会におりますけ

れども、厳しい状況にあるなと、こういう感

じがいたしております。感想だけを述べてお

きます。

○鬼海洋一委員長 ほかにありませんか。

○福島和敏委員 今、この報告を聞きながら、

私たちは、やっぱり熊本県も絶対逃げられぬ、

絶対やらないかぬ。委員長の今年度の方針に

もありましたとおり、地球温暖化対策、これ

はもう絶対逃げられぬ。だから、いろいろ理

屈とか、そういういろいろ状況はあっても、

他県が20都府県が既に導入をして頑張ってい

る。どっちにしろ熊本県も、このまま議論ば

っかりしとったっちゃ先に進まないと。だか

ら、早急にやっぱり取り組みに対して積極的

にかかわっていくという決意が必要じゃない

かなと思います。

○鬼海洋一委員長 さっき報告をいただきま

したし、それから委員の方から御意見もあっ

ておりますように、2010年までにあと8.1％

どうするかということは、特に熊本県に課せ

られた非常に大きな責任、義務ではないかと

いうふうに思っているんですよね。

そこで、今報告されましたように、この条

例を制定したこと――中身によりますけれど

、も、現実に8.1％、目標としてある。そして

その中で具体的に1.6％の削減効果が、この

条例をつくることによって――これはもちろ

ん義務やあるいは努力、こういうものが中に

含まれてのことだというふうに思うんですが、

出てくる。

さらに、今お話しのとおりに、家庭用だと

か産業だとか運輸部門だとか含めても0.4％

ですよね。全部合わせて２％しか我々が今試

算できる中では見通しとして持つことができ

ないという状況であれば、なおさらこの条例

制定というのは、非常に大きな効果を発揮し

得るという状況ですから、これはやらなきゃ

ならぬのではないかというふうに思います。

○佐藤雅司委員 私は、この条例を制定する

ことに反対しているわけじゃありません。た

だ――方向性としても、決して反対じゃあり

ません。ただし、今の状況がどうなのかとい

うことを申し上げているわけです。

逆に、やっぱり今の状況が、ラインもとま

る、あるいは製造も減少していくから、ある

意味、今だからこそ取り組みやすい話もひょ

っとしたらあるかもしれません。あるかもし

れません。
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だけど、我々は、生きることをやっぱり優

先していかなきゃなりませんので、そうした

やり方の方向を、そこだけに目を向けていく

のか、産業界だけに。いわゆる中小企業だけ

に向けていくのかというんじゃなくて、家庭

や、やっぱり森林のことや、あるいは水問題、

エネルギー全体を考えていくことが物すごい

熊本県としても大事な部分だろうというふう

に思います。

方向としては、そういう方向だろうと思い

ますけれども、予想だにしなかった状況が今

生まれているんだということを、私はこの昨

今の経済状況の中で強く感じますので、その

ことをぜひとも勘案していただきたいなと、

そういう意見です。

○城下広作委員 要は、根本的には8.1は削

らなきゃいけないという、大きなこれは使命、

責任があって、これをどうするかということ

を私は基本的に考えております。

だから、これをやらなくていいんだったら、

別にそれは経済も大事ですからあれなんです

けれども、これ自体がもう我々県として目標

があると。これをいかにこの期間内に達成す

るかということが大前提だから、それに向か

って――だから産業界だけじゃないんです。

当然、これはこのことをきっかけに、県民

や家庭やいろんなことの分がすべて努力をし

ていくということの前提でやっていくという

話をやりながら、その中で、大きな部分とし

て産業界には、ある意味ではこういう形で他

県も報告義務とかいろいろあっているから―

―これはよその県も経済が厳しいのは一緒で

す、だから。その中でも、こういう状況の中

で努力していくというのがありながら、そこ

でなおかつ生産をどういう形で工夫して、ま

た上げていくかと。このことを同時に考えな

きゃいけない。

環境というのは、大きくいえばもっと地球

を滅ぼす要因がありますよという前提で、み

んなそれは全世界の方が知っているわけです

から、それをみんな守っていけば結果的に地

球全体がだめになるという、もっと大きなリ

スクがあるという前提を踏まえた上での話で

すから、そこが今の時期どうなのかというこ

とを考えてということで言っているつもりで

ございます。

○鬼海洋一委員長 ほかに委員の方……。は

い、どうぞ。

○井手順雄委員 今、双方の意見というのも

わかります。

もう１つ、条件として、こういう条例を制

定して、各事業者、または中小企業の事業者

あたりにお願いをした場合、費用とかどれぐ

らいかかるのか。

それと、これに関して、例えばISOみたい

に毎年更新だとか、そのときは継続費用もか

かりますし、また、それに対して、人員を削

減して、そういう専門の対応をしなくちゃい

けないのかとか、そういうもろもろの関係を

含めたところで、そのくらいの経費というの

は、どの程度かかるものでしょうかね。そこ

をちょっとお聞きしたい。

○鬼海洋一委員長 どなたかお答えいただき

ますか。

○森永環境立県推進室長 環境政策課でござ

います。

○井手順雄委員 簡潔にお願いします。

○森永環境立県推進室長 既存の省エネの取

り組みについて、先ほど御紹介しましたエコ

アクションとかISOの認証のための取得経費

というのは、数十万から100万を超えるぐら

いの経費がかかります、ということをお聞き

しております。
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それから、具体的な省エネの取り組みにつ

きましては、工場向けのいろんな省エネの補

助金でございますとか、オフィス向けの融資

でございますとか、中小企業向けの省エネの

設備についての支援制度が――これは主に国

の整備でございますけれども、NEDOという新

エネの国の外郭団体とか、経産省等の補助制

度等、あるいは環境省においてもそういう支

援するための制度がございまして、そういう

のも活用いただきながら、まずは、いろんな

ふだんのそれこそこつこつやるような省エネ

のソフト的な取り組みをまずやっていただい

て、あと、資金的にそれだけある程度のせり

出しができたら、それで設備投資に向かうと

か段階的な取り組みが必要ではないかという

ふうにも考えられるところでございますけれ

ども、それらにつきまして、県としても、関

係部局と連携して、あるいは専門的なそうい

う省エネのアドバイザーとかとも御相談しな

がら、こういう制度を進めていってはどうか

と今考えているところでございます。

○鬼海洋一委員長 ほかにありませんか。

○岩中伸司委員 洞爺湖サミットが７月にあ

りましたね。日本全国騒がせた１つ、環境サ

ミットとも言われて開催はされたんですが、

その中でほとんど具体的には出なかったとい

うことで新聞報道もされていますけれども、

2050年までに排出量を半減しようということ

が大枠で決められているようですけれども、

その件に関して、具体的に県に対して、何か

サミットの決議じゃないけれども、そういう

最終結論に達したことを、具体的に県として

やっぱりどう進めていくのかという指示かな

んかが来ているのかどうなのかが１つと、も

う一つは、今大もとになる――城下委員もお

っしゃいましたけれども、地球温暖化という

ことでの総ぐるみの取り組みになっているん

ですが、1940年から70年までの30年間という

のは、この地球全体の平均気温は下がったと

いう統計資料もあるんですけれども、これは

本当だろうかなというふうな思いで、そこが

きょうわかれば教えていただきたいというふ

うに思います。２点。

○森永環境立県推進室長 今お尋ねの１点目

は、ポスト京都議定書といいますか、今回の

サミットを踏まえた今後の中長期的な削減目

標の件だと思いますが、これについては、現

在国際機関のほうでも、どういう中期目標で

いくかという議論がまさに今やられていると

ころでございます。

国においては、来年度の後半ぐらいにその

数値目標を出せないかということで国の審議

会も既にスタートして、そういったところで

中長期目標が出てきた後に、各県なり地方公

共団体に対して、具体的に次のステップに向

けての取り組みなりという話が、働きかけな

り要請なりが出てくるのではないかというふ

うに考えているところでございます。

○岩中伸司委員 もう１つはわかる……。

○森永環境立県推進室長 それから、気温上

昇についてのデータということでございます

が、熊本県の場合の例でいきますと、昭和元

年あたりは平均気温が15度ぐらいございまし

た。それがだんだん上昇してきてまして、具

体的には――そうですね、１～２度ぐらいで

すか、15度だったのが16.9度ぐらいに上がっ

てきておりますけれども。

推測で恐縮でございますが、戦後の経済活

動の一時期の低迷等で、そこら辺の総排出量

自体が落ちた可能性はあるかと思いますが、

その後の経済発展に伴って、また温暖化の傾

向というのが上昇してきているのではないか

というふうに推測はできるかと思います。

○岩中伸司委員 サミットについては、中長
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期のこれからの取り組みのようですが、ある

記事には、サミットに向けた警戒態勢がかな

り強かったということで、各県からパトカー

がそれぞれ参加をしたということですけれど

も、警察本部もお見えですが、このサミット

に熊本県警からそういう車を配置したという

のはあるんですか。ちょっと違う質問になる

んですが……(「ちょっと外れてますよ」と

言う者あり)大事なことです。

○鬼海洋一委員長 この方針に乗って御質問

をいただきますように。

○岩中伸司委員 この方針に乗って――地球

温暖化の問題で、車が何十台という何百台と

いうことで、あの自然の中でおったそうです

よ。ですから、そのことは、ちょっとやっぱ

り趣旨とこのサミットは違うんじゃないかと

いう声もあったので、その辺は熊本はかかわ

りないですか。

○鬼海洋一委員長 お答えになりますか。

○新藤交通部参事官 詳細な数、ちょっと私

まだ知りませんけれども、警察官そのものは

数百人派遣されておりますので、それに応じ

た車も行っております。詳細な何台派遣され

たかということまでは承知しておりません。

必要であればまた調査をいたします。

○岩中伸司委員 具体的には必要ないんです

が、びっくりしたのは47都道府県全部のナン

バーがあったということなので、へえと思い

ながら、相当な数、車が行ってるなというこ

とで、熊本のかかわりがどうあるのかという

ことをちょっとお尋ねしただけです。

それと、地球の平均気温ですが、これは19

40年から70年というのはある資料で私も見た

んですけれども、それは一時景気の低迷や企

業活動の低迷等々もあってそうかと。20世紀

後半までずっと上がってきて、70年以降はま

たずっと上昇傾向にあるというのは、これは

間違いないわけですので、根底にかかわる地

球温暖化という原因もCO2が大体一番なんだ

ということ等言われているんですが、ある学

者は水蒸気なんだとかいろんな説が出てきて

いるようですね。

私も、もうちょっとこれは勉強せぬなら、

今までの感覚でいきよったら間違うところも

ありゃせぬかというところを改めて最近感じ

たところもあったので、そういう地球平均気

温の質問もしたところです。

○鬼海洋一委員長 よろしいですか。ほかに

ありませんか。

○佐藤雅司委員 実は、私は阿蘇の人間です

から、自然環境豊かなところですから、ぜひ

ともそこをスモッグで汚してしまおうという

気持ちは全くありませずに、これを守ってい

こうという立場の人間ですから、その方向は

もう間違いない、しっかりやっていただきた

いなと思っておりますが、やっぱりこういう

時期ですから無理なく、そして県民全部が全

体的にそういう意識を高めていくようなこと

をやっぱり考えるべきだなというふうに思っ

ております。

その中で、きのうおとといだったですか、

京都市の取り組み、京都府だったか京都市だ

ったかよくわかりませんが、コンビニの24時

間をひとつ御遠慮いただこうじゃないかとい

うような話が出てきたかなというふうに思っ

ております。

そうした社会全体で機運を盛り上げていく

ような取り組みというのは、非常に好感を持

てるし、みんなでやっぱりその気持ちになる

ということが、自然発生的に企業もそういう

気持ちになるんじゃないかなと思っておりま

す。

大きないわゆるエネルギー、二酸化炭素を
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廃止するところももちろん大事でございます。

ここにはしっかりとして企業の責任としてや

ってもらいたい、そのことは申し上げておき

たいと思いますけれども、社会全体でそうし

た機運を高めていただくと。

○森浩二委員 ちょっと聞きますけれども、

県庁は、大規模事業者か中小企業者、どっち

に入りますかね。

○森永環境立県推進室長 熊本県は、省エネ

法でいいますと第１種の事業所というふうに

位置づけられておりまして、いわゆる原油換

算で3,000キロリットル以上の燃料を年間消

費するという位置づけで、例えば熊本県の総

排出量で6,033トン年間CO2を排出していると

いうことで、この省エネ法上の報告をさせて

いただいているところでございます。

○森浩二委員 何で聞いたかというと、こう

いう資料がいっぱい送ってくるわけですよ。

１年間おいとったら１メーター以上になるわ

けですよ。これを燃やすならば物すごいエネ

ルギーになると思うとですけれども、そうい

う削減の方向はとりよんなるとですかね。

○森永環境立県推進室長 削減、県自体のい

わゆるエコオフィス活動という形で、省エネ、

省資源に向けての温対法に基づく実行計画と

いうのをつくる義務がございまして、その中

でコピーをしていますが、紙の縮減について

目標を立てて毎年取り組んでいるところでご

ざいまして、10％近く目標を立てて、まだ達

成に向けては努力がさらに必要なところもご

ざいますけれども、片や節減という話にもな

りますので、各部局を上げて一生懸命取り組

んでいるところでございます。

○森浩二委員 なるべく少なくお願いします。

○鬼海洋一委員長 ほかにはないですよね。

そしたら、佐藤委員の御意見ありがとうご

ざいました。そういう思いも含めながら、な

おかつこの削減の取り組みというのは、私ど

もに課せられた非常に大きな、また、この委

員会に対する付託された案件の大きな仕事だ

ろうというふうに思っております。

さっき報告されました２ページをごらんい

ただきますとおわかりのとおりに、圧倒的に

排出ガスそのものが産業部門で大きくなって

いる、これはもう御承知のとおりです。ごら

んのとおりですよね。

そうすると、先ほどあっておりますように、

この条例を制定することによって1.6％削減

可能であるということ、他県の状況と比較を

しながら例にいたしますと。それから、なお

かつこの削減計画が全体達成されたとしても、

今３つの部門、お話がありましたが、それで

もなおかつ2.0％しかならない。

しかし、今私たちが2010年まで目指す目標

というのは8.1％ですから、あと残ったこの

目標を達成するためにどうするかという、ま

だいっぱい努力しなきゃならぬわけでありま

して、そういう意味で、この条例制定という

ものが与える影響、効果というものについて

も、ぜひ御理解いただきたいというふうに思

います。

なおかつ、今、運輸部門あるいは家庭部門、

0.2％と0.2％と報告があっておりますけれど

も、このことに対する取り組みをどう強化す

るかということも、あわせてまた御議論いた

だこうというふうに思っておりますが、とり

あえずはそういう意味を含めまして、部長、

済みませんけれども、この問題に関するお考

えをお聞かせいただければと思いますが。

○村田環境生活部長 済みません、着座のま

ま失礼いたします。

冒頭、城下委員のほうから御質問ありまし

たように、ちょっと弁解がましいですが、こ
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れまで全く手を打ってなかったわけではなく

て、言いましたように、アイドリングストッ

プとか、それから御提案もありました夜電気

を消そうとか、あるいは冷房温度を下げよう、

暖房もどうしよう、あるいはエコアクション、

ISOと、さまざまな取り組みをしてきた状況

ではありますが、この数字でも8.1％やらな

いかぬ。

なおかつ、先ほど岩中委員の御質問にあり

ましたように、サミットの状況からいえば、

こんなものではおさまらない削減をしていか

なければならない状況になるであろうという

ふうに思われます。

そうなれば、今以上の対応策をとるために

はどうするかと、ワンステップ上がった対応

をとるような方向性があるのではないかとい

うふうに思っておりまして、その際に問題に

なるのは、経済と環境の両立といいますか、

これが一番大きな問題になるだろうと思いま

す。

しかしながら、環境の今の状況からいくな

らば、この状態に無手数でいくよりは何らか

の努力を続けていくと。なおかつ企業も、こ

の環境の取り組みは、いわゆる一つの社会貢

献とかいうレベルではなくて、企業活動その

ものとして取り組む時代になっとるというふ

うに思います。

したがいまして、企業の経済活動の中で取

り組む、まさにエコというものを利益につな

げるような、そういうふうな発想の中で取り

組んでいらっしゃる企業はたくさんございま

すので、決して暗い状況だけではないという

ふうに思っております。

そういう中で、委員会での御議論も背景に

しながら経済界をどういうふうに巻き込んで

いくかということでありますが、この条例そ

のものは、決して県なりが命令的に押しつけ

るものでもないというふうにも思っておりま

す。

したがって、こういう形のものを、気運醸

成も含めて、経済界の方々を巻き込みながら

御意見を集約していくようなプロセスが要る

のではないかと。

そういう流れの中で、経済界の方々の御意

見も集約しながら、こういうもので県民総ぐ

るみでやっていこうというふうにつないでい

かないと、一慨に頭ごなしという仕組みでも

ないのではないかなということを思っており

まして、一番今回環境対策特別委員会として

御議論いただく意味で、議会の総意といいま

すか、その方向性として、こういうことがや

はり要るんだという、それなりの方向性とい

うものは、大局をにらんだ動きとして、執行

部としては非常にありがたいのではないかな

というふうに思っております。

したがって、全体の方向性については、今

御議論もございましたように、方向としては

そういう方向で我々もいこうというふうな気

持ちを持っておりますが、その際に、先ほど

――今のいわゆる金融恐慌的なこういう100

年に１度のというような背景の中でどういう

ふうにやるかは、少し経済界そのものの方々

の御意見も加味しながらいかないといけない

というのも事実でございます。

そういうものをあわせながら、議会の御議

論も含めて進めさせていただければというふ

うに思っております。

○鬼海洋一委員長 ありがとうございました。

今部長お話しのとおりに社会的な要請であ

りますので、あと、産業界の皆さん方と――

具体的にこの問題は、問題提起をされながら

目的に向かって進んでいけるような、そうい

う一歩をとりあえずはこの委員会以降踏み出

していただきますことをお願いしておきたい

と思います。

ほかに何か。あと、運輸部門だとか、それ

からお話しの家庭部門だとか、さまざま問題

提起をされておりますが、そしてまたこれだ

けで終わる話ではありませんで、もっと多面
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的な対応をすべき課題もあるのではないかと

思いますが、いかがでしょうか。

○井手順雄委員 今ちょっと気になったんで

すが、農林水産業ですね。こちらでも、今熊

本県は園芸栽培というのが盛んでありまして、

冬はボイラーをたきます。また、水産におい

ては、ノリの乾燥、また干物等の乾燥等にも

ボイラーをたくと。

そのあたりの削減というふうなことも、こ

れは大きな問題になってこようかというふう

に思いますので、よかならばそういう農林水

産業における例えば林業の乾燥のボイラーだ

とかそういうのはどう対応していくのという

ふうなことも、次回の資料あたりにもちょっ

と明記していただければいいかなというふう

に思いますので、それをよろしくお願いして

おきます。

○鬼海洋一委員長 農水部のほうは、今出席

されておられますが、特に今回は、燃料に関

する補助等についても、省エネ対策というこ

とが一つの前提条件になっていたようであり

ますが、その辺の状況について説明いただけ

る方がおられましたら御発言をお願いします。

○三島農林水産部次長 座ったまま説明させ

ていただきます。

ただいま、井手委員から御質問がございま

したように、農林水産、中でも農業部門につ

いてお答えさせていただきます。

農業部門では、この産業部門の中で、１つ

は家畜のげっぷというのがございます。これ

はメタン発酵で、これは非常に大きなウエー

トがあるというふうに言われております。

それから、水田からのやっぱりメタンが出

るということで、有機物を入れますので、そ

れが分解するときに出るというふうなことが

ございます。

それから、肥料の窒素を入れる中からCO2

が出るという話がございますが、げっぷにつ

きましては、なかなかこれという手はありま

せんが、国あたりで飼料等の研究がなされて

いるということでございますので、こういう

様子等を見ながら対応をしてまいりたいとい

うふうに考えております。

それから、水田から出るものにつきまして

は、基本的には堆肥を入れれば逆に出る部分

もあるんだけれども、土壌中に固定される部

分も大きいということがございますので、い

わゆる耕畜連携等を推進しながら、土壌中へ

の堆肥等のすき込みというふうなことでの推

進をしていきたいというふうに思っておりま

す。

それから、温室等につきましては、Ａ重油、

大体推計でございますけれども、14万4,000

キロリットルぐらい使っているようでござい

ます。

それで、９月の議会でも予算等をいただき

ました、簡易のいわゆる燃料を削減するため

の資材だとか、それから最近二重カーテンで

すとか、そういうものも相当入れております

し、循環扇とか、そういう活動で助成等をや

っていっておりますので、相当部分削減はで

きてくるのではないかというふうに考えてい

るところでございます。

○井手順雄委員 ですから、そういうところ

の数値といいますか、これだけ削減を今こう

いうことでやっておりますという数値目標を

定めて、それに沿ったやっぱり指導というよ

うな形が明確にわかるように、次回の資料に

入れていただきますよう要望しておきます。

○鬼海洋一委員長 それでは、次回資料を農

林水産部のほうからお持ちいただきますよう

にお願いしておきたいと思います。

ほかにありませんか。

○山口ゆたか委員 運輸部門も、さまざまな
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計算ができるんじゃないかと。ちょっと大胆

に、今現状、事例として上がってますけれど

も、もうちょっと大胆にこう――実は、これ

公共が一番直接的に関与できるんじゃないか

なというふうに思っておりますので、このあ

たりの試し算というか、もうちょっと幾つか

シミュレーションしてやっていただけないか

なと思ってですね。このあたりも要望してお

きます。

○鬼海洋一委員長 お答えになりますか。

○中川交通対策総室政策審議員 交通対策総

室でございます。

公共交通機関につきましては、方向性とし

ましては、自家用車からの乗りかえというの

が最大の手段ということで考えておりますけ

れども、皆さん実感なさっていると思います

が、マイカーというのは非常に便利な乗り物

ということで皆さんが活用されております。

そこから公共交通へのシフトというのは、

かなりハードルが高いと思っておりますが、

それでもここで上げられた目標を達成するた

めには、具体的な方策、できることを少しず

つでもいいですから施策を実現して、一人で

も多くの方がこういう状況になったら乗りか

えてみようかなと思えるように事業を進めた

いと思います。

今、委員から御指摘がありましたように、

試算につきましては、もっと大胆な案も検討

してみたいと思います。

以上でございます。

○山口ゆたか委員 ただ単純に計算してみる

と、７ページあたりに試算して、週１回自動

車を使うというのを、これはかなりもうちょ

っと――週１回利用しないという考え方じゃ

なくて、週５回利用しないとなれば11万2,00

0トンぐらいの単純計算になりますので、こ

のあたりでかなり直接的な関与ができるのは、

運輸部門に――でも、数値が１％ちょっとぐ

らいにしかならないので、ちょっと寂しい数

字だなと思いつつ、もうちょっといろんな試

みの算を見てみたいなと思いますので、その

あたりをよろしくお願いします。

○鬼海洋一委員長 それでは、ほかにありま

せんでしたら……（ あります、あります」「

と呼ぶ者あり）

○堤泰宏委員 参考資料の６ページに、交通

結節点の改善、新水前寺駅の例が載っており

ますけれども、熊本電鉄と熊本市電の結節が

何かしばらく話題になっていましたけれども、

費用の面でできないと。国交省から、県と市

と、それから民間、４者の協議で非常に幅が

広かったと思いますけれども、結果的にはで

きなかったと。

私も、できないことが温暖化まで結びつく

というふうには考えておりませんでしたけれ

ども、ようと読んでみますと、うまく結節す

れば自家用車を使わないで電車から電車に乗

りかえるということで有効なことかなと思っ

て、ああいうことをやっぱり熊本の目玉とし

て進められたらいかがでしょうかね。啓発す

れば県民もわかってくれると思いますよね、

お金かかっても。

それから、ついでじゃありませんけれども、

自動車という幅広いことで――きょう都市計

画の方はおいでじゃない、警察はおいでです

けれども。

今度、イオングループ、ビッグなイオング

ループの経営が非常に厳しくなって、三菱商

事と何とかかんとか――結局大型店が非常に

規模拡大をしまして、大型店が出店するとき

に、駐車場の整備を今まで行政のほうが指導

しとったわけですね。売り場面積に対して駐

車場が何台とかですね。もう2,000台、3,000

台の駐車スペースを要求するものですから、

限りなく駐車場が広くなったと。広くなれば
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遠距離の人も必ず駐車できるからということ

でどんどんそこに行くわけですね。近所で買

えばいいけれども、どうせ便利がいいからと

いうことで車で行くわけですから、そういう、

私余り変なことを言うわけじゃありませんが、

大型店が出るのはいいけれども、もう駐車場

はつくるなと。これは冗談ではなく本当です

よ。そんなふうな指導でもせぬと、これは車

の何というか移動というのは際限なく続くよ

うな気がいたしますですね。

そういうところも、いろんな見方はあるで

すよね、利便性とか消費者のためとか。しか

し、温暖化ということを考えれば、自動車の

運行距離を減らすということになればこうい

うことが一番じゃないかと思って、ちょっと

発言をさせていただきました。別に答えも何

も要りません。

○鬼海洋一委員長 答えは要らないというこ

とですが、交通対策総室は何かありませんか。

○中川交通対策総室政策審議員 交通対策総

室でございます。

都心結節につきましては、都市圏の交通の

かなり大きなテーマということで、ずっと以

前から取り組んできた問題でございまして、

交通事業者、それから国、県、市町村、民間

も交えまして、かなり協議を重ねてやっと実

現に向かって動き出したというところでござ

いましたが、皆さん既に御存じのように、交

通事業者であります電鉄のほうが経営がかな

り厳しくなったということでございまして、

短期的にはちょっと検討が進むことは厳しい

のではないかということになってございます。

ただ、電鉄につきましては、画期的な交通

結節の整備というわけにはならないんですけ

れども、今の電鉄の駅とバスルート等の結節

等、できることの利便性をより高める、でき

ることの改善ということには意欲を持ってお

られますので、県といたしましても、交通機

関の利便性の向上に向けて支援を続けていき

たいと思います。

以上でございます。

○鬼海洋一委員長 よろしゅうございますで

すね。

○堤泰宏委員 よろしくお願いします。

○佐藤雅司委員 ５ページでございますけれ

ども、いわゆるクレジット、企業のこれは集

積のある都市型のモデル的ないわゆるクレジ

ット、取引の話でございますけれども、熊本

県は、何といっても県土の65％が山林原野と

いうことになります。

となれば、やっぱり企業も、阿蘇とか、熊

本市の水がめになっている菊池や西原方面に

ついても、いろんな企業が植林をしたりして

企業貢献もしていただいております。

その結果、先ほど部長が言われた企業のイ

メージアップということになるというふうに

思っておりますが、そうした熊本型の、例え

ばある企業が阿蘇に――今とても森林整備課

長も悩んでおられると思いますが、京都議定

書の中の3.8％が、ＦＭ林としてちゃんと手

入れをしたところだけがそうしたカウントが

できると、こういうことなっておりますが、

なかなかやっぱり林政関係、それから森林組

合も含めて、いろんな問題で手入れができな

いと。

こういうことになれば、熊本型で山林原野

を企業が整理することで、その辺のクレジッ

ト、取引ができるというようなことを――頭

のよか人ばっかりですからアイデアかなんか、

熊本型で何かできぬかなと今ちょっと思った

んですが、そこら辺提案として……。

○鬼海洋一委員長 特に、先ほどの報告の１

ページをごらんいただきますとおわかりのと

おりに、8.1％は森林による吸収ということ
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で、これはもう達成できるという前提に立っ

た見通しですけれども、今後の森林の今お話

しのとおりの整備、こういうものについても

課せられた課題でありますが、進捗状況を含

めてお話しいただければと思いますが、どう

ぞ。

○織田森林整備課長 森林整備課でございま

す。

今お話しいただきましたように、8.1％達

成するためにＦＭ林を17万6,000ヘクタール

確保していかなきゃいけないということで、

年間１万4,500ヘクタールの間伐をやってい

くという計画で進めております。

所要の予算措置もしながらやっていってる

わけですけれども、９月の委員会でもお話し

しましたように、例えば所有者の負担も当然

ありますので、実施に当たってそんなに、苦

労なく進むというものではないというふうに

認識はしております。

そういった中で、今、佐藤委員のほうから

御提案いただきましたように、企業がそうい

ったものに社会貢献として森林整備に参加す

ると。既に幾つかの企業が植林等々を進めて

おりますけれども、企業による森づくりを積

極的に誘致をしていくための、仕組などにつ

いても検討していきたいというふうに考えて

おります。

以上でございます。

○鬼海洋一委員長 削減目標の仕組みそのも

のが、今佐藤委員のほうからお話しがあった

ようなことが十分内容に具備されるかどうか

ということになると、ちょっと問題な点もあ

りますので、お話しのとおり熊本型でできる

ものがあればということもありますから、今

後の検討の中身に入れていただければという

ふうに思いますので、よろしくお願いしてお

きたいと思います。

それでは、最後に。

○吉永和世副委員長 産業界とか、家庭部門

ですか、そういったものに大きく関係あると

思うんですが、電気エネルギーですか。熊本

には苓北発電というのがあるんですが、発電

という意味で、熊本は火力発電ですかね。原

発もありますよね。原発発電に対して、熊本

県の認識といいましょうか、どういった考え

方というのを持っているのかなと思いまして、

それをぜひお聞かせいただければと。

○鬼海洋一委員長 大きな話になりましたが

……。

○吉永和世委員 何でそんな言うかといいま

したら、原発はCO2は出さないという一つの

考え方があるので、その点で原発に対してど

ういった考え方を持ってらっしゃるのかなと

思いまして。

○鬼海洋一委員長 国の原発に対する方針と

いいますか、そういうことについて理解いた

だいておれば、その辺を御説明いただければ

いいのではないかと思いますが、いかがでし

ょうか。

○森永環境立県推進室長 ちょっと細かいデ

ータをお持ちしておりませんが、原発につい

ては、新たな廃棄物を処理する施設の誘致と

か、そういう適地探しとかいうのを今国のほ

うでも進められているようでございますけれ

ども、基本的には、温暖化対策としましては

今委員のお話のとおりで、CO2の排出は、建

設は別としまして稼働時はもうほとんどない

ということで、現に国も最新の19年度の総排

出量が出ておりますが、その中でもやはり原

発がとまっていることで、比較的CO2の排出

が大きい火力発電に頼らざるを得ないという

ところで、その結果としてCO2の排出量がふ

えているという状況はございます。
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ただ、原発自体につきましては、ほかの環

境への問題とか、いろんな総合的な評価が必

要なテーマじゃないかというふうに考えてい

るところでございまして、今すぐちょっとこ

う考えるべきだという答えは持ち合わせてお

りませんけれども、環境問題あるいは温暖化

対策、いろんな地域対策を含めて、エネルギ

ー政策だけではなくて、総合的に評価してい

く事柄ではないかというふうに考えていると

ころでございます。

○鬼海洋一委員長 それでは、長時間にわた

りまして地球温暖化対策に関する件の御審議

をいただきました。

きょうまたそれぞれから多くの議論をいた

だきましたが、佐藤委員のほうからも注文が

ありましたけれども、しかし、この温暖化対

策、具体的な効果を発揮するための今後の県

の対応、これはもう言うまでもなく、だれが

考えてもしなきゃならない大きな課題であり

ますし、そのことがまたこの環境対策特別委

員会に求められている責任ではないかという

ふうに思っております。

今後、新しい企業理念との転換という話も

部長のほうからありましたが、２回の集中議

論をいただきました。そこで、きょうも話が

ありましたように、他産業界との共通認識の

醸成、これはもう不可欠のものだというふう

に思っております。

しかし、一方、具体的に進めていかなきゃ

ならない課題という意味で、きょうを契機に

その産業界との共通の認識の醸成を含めまし

て一歩を踏み出していくということで、きょ

う委員の皆さん方の同意をいただければ、こ

の問題は、特に強力に取り組んでいくという

意味を込めて、きょうの取りまとめをさせて

いただきたいというふうに思いますが、いか

がでしょうか。

（ はい」と呼ぶ者あり）「

では、そういうことで、ぜひ執行部のほう

でも御努力いただきますようにお願いしたい

と思います。

続きまして、報告事項に入ります。

○山本廃棄物対策課長 別冊の報告事項のほ

うをお願いいたします。

表紙をめくっていただきますと、公共関与

による管理型最終処分場の整備について御報

告を申し上げます。

まず、１の主な取り組みでございます。

９月29日には、基本設計を策定いたしまし

た。これを踏まえまして、環境影響評価方法

書を作成いたしまして、条例に従い10月28日

から11月27日まで、公告、縦覧をいたしまし

た。

この間、８回にわたり住民説明会等を開催

いたしました。約300人の方たちに御参加を

いただきました。昨日までに、地下水それか

ら農業用水への影響が心配だなどの意見が約

400件寄せられております。

今後、熊本県環境整備事業団として取りま

とめの上、知事及び関係市町長に送付するこ

とにしております。

今後も、できるだけ多くの御意見をいただ

きながら、地元の合意形成に向けて誠心誠意

対応してまいりたいと思っております。

なお、申しわけございません。資料には記

載しておりませんが、取り組みについて御報

告をさせていただきます。

12月８日には――これは月曜日でございま

す。環境影響評価審査会による現地調査と審

査が実施されました。また、その翌日の９日

には、南関町の副町長が来庁され、同町の大

場及び胡麻草の両区長の連名で、処分場設置

反対に関する陳情書が町長と議長あてに提出

された旨、御報告をいただきました。

あわせて、両地区ではまだまだ説明が不足

しているので、適正な対処を願いたいという

御要請もいただきました。

両区の方々には、一層丁寧に御説明をさせ
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ていただきますとともに、他の関係地域の住

民の方々にも十分に説明をしてまいる所存で

ございます。

次のページをお願いいたします。

２の今後の取り組みでございますが、ただ

いま申し上げましたとおり、何よりもまず地

元の御理解が第一であると思っておりますの

で、引き続き、環境アセスメントの手続や地

下水調査など、さまざまな機会を通じ、事業

の必要性や安全性など丁寧に説明してまいり

ます。

次に、３の基本設計の概要でございますが、

平成18年９月に策定をいたしました基本構想

をもとに、その後実施いたしました測量や地

質調査等の結果を踏まえまして、基本設計を

策定いたしました。その概要は記載のとおり

でございます。

平面図を次のページに記載をしております。

埋立容量につきましては、現地の地形及び

最近の最終処分量の動向を踏まえまして、約

45万立米といたしております。また、概算事

業費については約62億円となっております。

この基本設計を踏まえまして、来年度以降

に取り組むこととしております実施設計にお

いて詳細を詰めてまいることとしております。

次のページをお願いいたします。

４の環境影響評価手続についてでございま

す。

現在、第１段階であります方法書の策定の

手続中でございます。今回の手続は、その調

査検討の手法や方法について、住民、行政、

専門家の方々から幅広く御意見をいただき、

関係者に一層御理解をいただける方法書とな

るように取り組むものでございます。

熊本県環境影響評価技術指針に定められま

した18項目に交通安全を追加選定するととも

に、地元の関心が高い地下水、農業用水につ

いては、今後重点的に調査検討を行ってまい

ります。方法書手続終了後は、現地調査を実

施し、準備書の作成の手続へ移行してまいる

ことになります。

説明は以上でございますが、これからも丁

寧な説明を心がけ、最終処分場の整備に御理

解を得る努力を重ねてまいる所存でございま

すので、よろしくお願いをいたします。

以上でございます。

○鬼海洋一委員長 それでは、続きまして、

有明海・八代海再生に係る提言への対応につ

いて、楢木野環境政策課長からお願いします。

○楢木野環境政策課長 環境政策課でござい

ます。

有明海・八代海再生に係る提言への対応に

ついてでございます。

報告事項の資料は、５ページから43ページ

となっております。

この提言は、平成16年２月当時の有明海・

八代海再生特別委員会から、県に対し、重点

項目や短中長期に取り組む施策等が示された

もので、本年度も、関係各課においてそれぞ

れの施策に取り組んでいるところでございま

す。

本日お配りしております資料は、９月定例

県議会において御報告いたしました取り組み

のうち、事業などの進捗があっているものに

ついて、一部記載内容の補正を行い、該当箇

所に下線を引いております。

これらの取り組みにつきましては、引き続

き着実に進めさせていただき、成果等につき

ましては改めて御報告させていただくことと

し、本日は、この資料をもって提言への対応

の進捗状況の御報告にかえさせていただきま

す。

以上でございます。

○鬼海洋一委員長 それでは、報告２件終わ

りました。それぞれ分けて審議をいただこう

というふうに思いますが、まず、公共関与に

関する管理型最終処分場の整備について御質
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疑ございませんか。

○森浩二委員 今資料を見ています。これは

何で縮小したつだったですかね。前はもっと

大きかったでしょう。

○山本廃棄物対策課長 基本構想では、おっ

しゃるとおりでございまして、例えば埋立容

量は70万立米としておりました。今回45万立

米ということになっております。

これは、先ほど申し上げましたとおり、実

は実際に測量いたしましたりして、つまり実

際の地形等に応じて測量してはかりますと、

45万立米がそこのサイズだと。

さらに、もう１つ、最終処分量がリサイク

ル等の進展で基本構想時からは減ってきてお

りますので、たまたまそれが２つの方向から

見てこの数字で、今回の設計規模は妥当だと

いう結果になったものでございます。

○森浩二委員 じゃあ、45万で足りるという

ことですね。

もう１つ、これはもう強引に進めるわけで

しょう。強引というと言い方がおかしいけれ

ども、もし途中でやめてここを民間が引き継

ぐという形になった場合、許可が同じように

出た場合、許可するわけでしょう。

○山本廃棄物対策課長 非常に難しい問いを

いただきましたですけれども、現在のところ、

そこに民間の計画があるということも全然承

知はしておりませんが、それなので、仮定の

話でございますので、非常に答えにくいとは

思いますが、私どもは、基本的に廃棄物処理

法に基づいてそれぞれ事業を見ております。

公共関与は、その中で適正処理を進めるた

め民間事業を補完し、そして安定的な処理体

制をつくり上げるためのものでございます。

それで一生懸命やっておりますので、途中で

やめるというのは非常に考えづらいし、我々

としては、今一生懸命地元に丁寧に御説明を

申し上げているので、ちょっとそういった中

で今のはお答えになりませんけれども、当面

の考えは、私どもの努力をお伝えすることで

……。

○森浩二委員 何で聞いたかというと、よく

反対派の人から来るわけですよ。ここで県が

撤退したら、もし民間が来たらこれは許可を

出さぬとしようがなくなるですよと言いよる

わけですよ。だけん、これは県は撤退しませ

んよと言いよるとですけど。

やっぱり反対の人達は、いろんな意見を持

ってこられるわけですよね。だからそういう

ふうにして言わぬと、絶対県は撤退しません

よということを言わぬと、もしここで撤退し

て民間でも来たら、これだけ適地として言っ

ているわけだから民間が来たらどうしますか

というようなことで、反対派の人を、説得じ

ゃないですけれども、言いよるとですけれど

も。

仮定の話で済みません、変な話しまして。

そういう感じで聞いたわけですよ。

○城下広作委員 今のやりとりですけれども、

それはちょっと大事な話で、公共関与でやる

という――何回も私言いますけれども、その

前提は何も変わっていないわけですから、公

共でやらなきゃいけない、量が足らない、だ

から必要だということでそもそもやっている

わけですから、いろんな話があろうと、公共

関与でやるということの前提が崩れる話は、

まだどこも変更はしてないわけだから、そこ

は明確に答えておかないと。それは危ないで

すよ、そんなこと言うと。

公共関与は必要だという前提は、もともと

民間では足らなくなったから公共関与だと、

そしてその場所はどこだということを長く論

議をして決めてきたわけですから、民間がど

うだ、どこにシフトするとか、そんな話はま
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だあり得ない話であって、それをやるときに

はちゃんとした話がないと。そういうことは

執行部が言う話じゃない話です。だから、そ

こはもう一回明確にやってください。

○鬼海洋一委員長 山本廃対課長、明確にお

願いします。

○山本廃棄物対策課長 しっかり現方針を維

持して、つくり上げたいと思っております。

○城下広作委員 わかりました。

○鬼海洋一委員長 森委員、よろしいですか。

○岩中伸司委員 最近12月９日に、町長より

また反対ということでの陳情があったという

ことですが、そのときの具体的な感触という

か、今の現状というのは、どの程度――どの

程度といっても言われぬだろうばってんです

ね、どういう形でそういう陳情が上がってき

とるのかというのをちょっとお尋ねします。

○山口公共関与推進室長 公共関与推進室で

ございます。

実は、去る12月９日でございますけれども、

南関町の建設予定地の周辺に大場、胡麻草区

という自治区がございます。これまでは、建

設予定地の米田区及び下流域の和水町関係区

に御説明申し上げとったわけですけれども、

今回環境影響評価の方法書を取りまとめるに

当たりまして、環境影響が考えられる地区と

して、先ほど言いました２地区が該当するこ

とになりましたものですから、ここに９月か

ら説明を始めることといたしました。

これまでは３回ほど説明いたしております

けれども、今回新たに取り組むことになった

ということから、やはり十分な説明を自分た

ちは他の地区に比べて受けてないというよう

な御不満もございまして、陳情書が出された

ところでございます。翌日、早速地元の区長

さん方のところにお会いにいきまして、今後

も引き続き、これまでの関係地区と同様にし

っかり丁寧に御説明してまいりますというよ

うな御説明をしたところでございます。

○岩中伸司委員 わかりました。そういうこ

とで丁寧に説明をすれば解決する問題かなと

いうふうなことの感触を受けましたので、よ

ろしくお願いします。

○鬼海洋一委員長 なかなか困難な問題だと

思いますけれども、城下委員御発言のとおり

に、公共関与は我々が長年求めてやっている

仕事ですので、ぜひ執行部の皆さん方の御努

力を改めてお願いしておきたいと思います。

続きまして――この問題はよろしゅうござ

いますか。

○堤泰宏委員 今、どこかの町長さんかなん

か反対されて陳情に来られたと聞きましたけ

れども、もう１市町村とかですな、市町村単

位に面積を割り当ててつくらせたがいいです

ばい。骨折るばっかりだもん、これは。どう

せみんなが持ち込むわけでしょう。人間は生

きとれば必ず出すわけだけんですね。だから

私は、もう各町村の人口割りか面積割りに応

じて、そういう案を出して、たまたま南関―

―これは南関だったかな、南関町はトップバ

ッターでお願いしますと、こういう説明をし

たほうが私はいいような気がしますね。

○鬼海洋一委員長 答弁要りますか。

○堤泰宏委員 要りません。

○鬼海洋一委員長 御意見としてお伺いして

おきたいと思います。

○内野幸喜委員 間違いがあるんですね。要
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するに、町が反対ということの陳情じゃない

んです。その区なんですよね。そこははっき

り大場と胡麻草区の区長からそういうのが町

に対して上がったということで、町がそれを

持ってきた。町が反対ということの陳情じゃ

ないんですよね、それは。はっきりちょっと

……。

○山口公共関与推進室長 公共関与推進室で

ございます。

委員おっしゃるとおり、区の代表者、区長

さんが町に反対の陳情を持ってこられて、副

町長が町長名でこういう陳情があったと、つ

いては今後も引き続き丁寧に説明をしてもら

いたいという報告があったということでござ

います。

○鬼海洋一委員長 ということで御理解いた

だきたいと思いますが、公共関与に関する問

題については、ここで御了解をいただきたい

と思いますが、よろしゅうございますか。

（ はい」と呼ぶ者あり）「

○鬼海洋一委員長 続きまして、有明海・八

代海再生に係る提言への対応について、先ほ

ど楢木野環境政策課長から御報告がありまし

たが、質疑をお受けいたします。どなたか。

○井手順雄委員 19ページ、森づくり税のお

話なんですが、前回も述べましたけれども、

今漁民の森づくりが盛んに明記されておりま

すけれども、最近、漁民の森づくりという形

の中で漁協参画の事業なんですが、この予算

がなかなか今減少傾向にあるというように認

識しておりますけれども、それに対して今現

状はどうなのか、今後どうこの森づくりをさ

れていかれるのか、その認識と、また、私も、

有明海、八代海という海の近くに住んでおり

ますけれども、やはりクリーンアップ作戦、

いわゆる山から木とかなんとかが――前回も

言いましたけれどもね、そういうのを漁民が

みんな片づけているんですね。

こういう税を取るならば、漁民も払ってい

るわけですから、今回も言いますけれども、

そういうクリーンアップのときの少しの軍手

代だとかごみ袋代だとか、そういった補助を

この税から出してもいいんじゃないかという

ふうに思いますけれども、そこをひとつお聞

かせ願いたいというのが１点。

次に、もう１点、22ページ、荒瀬ダム堆積

砂を今活用して覆砂をされていると、今回は

2.3ヘクタールの覆砂を行ったということで

ありますけれども、これは今まで、ことしま

で何立米ぐらいの砂を八代海に運んだのかと

いうことと、あと何立米ぐらいあるのか、ど

れくらいの量が存在するのかということと、

海砂を１立米覆砂する経費と荒瀬ダムからと

って１立米八代海に覆砂する経費、これは幾

らぐらいの差があるのか。それと、そういう

砂をとるときには必ずヘドロがあります。い

わゆる腐葉土といいますか、堆積土、砂以外

にその処理は環境面からどうされているのか。

それと、今後、この事業をされると、一般

質問等でも、いろいろお話の中で積極的に行

うということでありますけれども、これを撤

去する、例えば毎年2.3ヘクタールずつ撤去

するならば、堆積する量と撤去する量の比較

ですたいね。それは、何年ごろには終わって、

また今度は、次は何年ぐらいから始めるのか

と。環境的に考えればその辺まで精査してお

くべきだろうというふうに思いますが、そう

いうことの数字かデータがあれば、あわせて

お聞かせください。

○鬼海洋一委員長 それではまず、森づくり

税について。

○岩下水産振興課長 当初は、うちの水産振

興課のほうで事業としてやっておりましたの

で、うちのほうから説明させていただきます。

まず、漁民の森づくり活動は、平成13年か
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ら始まっておりまして、今委員からお話しご

ざいましたように、これまで2,800万円程度

の事業でやってきたところでございます。

それが、この平成13年から17年まで国庫補

助事業でやりまして、その後、18年に税源移

譲で県単独事業、また19年度以降、熊本県水

とみどりの森づくり税を財源にするというこ

とで、19年度におきまして、ちなみに1,000

万円を切る状況まで落ちております。

予算が落ちてきてますその一つの原因とい

たしましては、当初植林活動を重点的に行っ

ておりまして、大体それまで一番多いときで

10団体等で植林を行ってまいりましたが、そ

の後、大体植林のほうが終わりまして今育林

ということで、そういった活動の内容が変わ

ったことにもよります事業費、あるいはそう

いう財政が非常に厳しいという状況の中の事

業費の減でございます。そういったことでよ

ろしいでしょうか。

○鬼海洋一委員長 よろしいですか、今の件

は。

○井手順雄委員 はい、結構です。

○織田森林整備課長 森林整備課でございま

す。

２点目の海岸における漂着ごみの処理にこ

の税が充当できないかといったことについて

でございますけれども、現在、県のほうの財

政再建戦略の策定の中で、この水とみどりの

森づくり税については、使途の見直しをやる

ということになっております。

その見直しに当たりましては、森づくり事

業の効果ですとか、あるいは新たな事業のそ

ういう財政需要等を検証した上で、そういう

使途の見直しができないかという観点で今関

係課で検討を行っているところでございまし

て、御提案いただきました海岸の清掃活動等

に充当できないかということにつきましても、

この中で関係課のほうで検討が行われている

ものと認識しております。

以上でございます。

○鬼海洋一委員長 まず１点、よろしゅうご

ざいますか。

じゃあ、後のほう、はい、どうぞ。

○久保田漁港漁場整備課長 漁港漁場整備課

でございます。

荒瀬の堆積砂を利用しました覆砂について

お答えしたいと思いますが、平成19年度から、

荒瀬の堆積砂を活用いたしまして覆砂をやっ

ているところでございますけれども、平成19

年度は、立米数にいたしまして9,000立米の

覆砂を実施いたしております。

それから、幾ら残っているかというお尋ね

でございますけれども、総量については、ち

ょっと私のところでは把握しておりませんけ

れども、一応企業局との協議のもとでは、今

後全体を合わせまして６万立米の砂をいただ

くというお約束で現在やっているところでご

ざいまして、うち9,000立米が既にいただい

たという状況にございます。

それから、購入した砂との単価差というこ

とでございますけれども、まず、荒瀬から持

ち出しました砂にいたしますと、基本的には、

ちょっと表現は悪うございますけれども、八

代の港に無料の砂があるという前提のもとで

私たち費用を算出している関係上、立米当た

りの単価にいたしますと約2,000円の単価に

なっております。

仮に、これ海砂を購入して実際に覆砂をや

るということになりますと、大体2,100円か

ら2,200円ぐらいの単価アップが生じるので

はないかというぐあいに思っております。

それから、ヘドロをどうするかという御質

問でございますけれども、基本的に私たちが

いただいている砂というのは、ヘドロ分がな

い、シルト分がない砂というぐあいに、とい
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う前提のもとで搬入をいたしてもらっており

まして、ただ、人頭大といいますか、粒のか

なり大きい石ころも入っておる関係上、それ

をそのまま覆砂に使うということはできない

ものですから、そういった人頭大みたいな、

大きい石ころは港に置いて選別をして、残っ

た砂だけを覆砂にまいているという状況にご

ざいます。

それから、堆積量と撤去量の推移というこ

とでございますけれども、ちょっと私たちの

ほうでは、それは把握しておりませんので。

以上でございます。

○井手順雄委員 環境のほうに最後の質問を

お願いしたいと思います。

○鬼海洋一委員長 よく把握されていますか、

質問の中身は。

○井手順雄委員 先ほど質問しましたけれど

も、しゅんせつというか、砂をとるときに、

今水産のほうから話がございましたけれども、

シルト分が出るわけですね。この分に対して、

絶対掘ると濁るわけです。これを環境の方々

は環境破壊だというふうなことで海砂採取に

ついても規制されていると。荒瀬ダムの湖内

においても、そういう現状があるわけですた

いな。

これに対して、ヘドロの考え方、いわゆる

シルト分の濁りについての考え方をお聞かせ

願いたいということと、あと、今9,000立米

毎年出すという。今後何立米になるかわかり

ませんけれども、出していると。これを撤去

していって残りが６万立米というふうなこと

でございますけれども、堆積してくる量は毎

年何立米ぐらいあるのか、これを把握されと

ったらお聞かせください。

以上。

○鬼海洋一委員長 それでは、２点の質問で

したが、どなたがお答えになられますか。

○井手順雄委員 環境にお聞きします。

○森永環境立県推進室長 環境政策監でござ

います。

最初のお尋ねの荒瀬ダムの堆積砂のとり方

につきまして、正確な情報は企業局のほうで

お持ちだと思いますが、基本的には、水が干

上がったりとかそういうところで砂を掘られ

て、八代港のほうまで運ばれているというふ

うにお聞きしておりますので、直接の掘削そ

のものでの濁りの発生等については、詳しい

状況は我々のほうでは把握しておりません。

○鬼海洋一委員長 もう１点。

○井手順雄委員 環境にお聞きします。委員

長、環境のほうでお願いしたいと思います。

○鬼海洋一委員長 環境政策課のほうで把握

されていますか。森永室長のほうですか。

○森永環境立県推進室長 荒瀬ダムの堆積砂

の具体的な推移についてのお尋ねだと思いま

すが、現在総量で87万立米ぐらいたまってい

るという話を伺ってるところでございますが、

過去においても数十万立米掘削された実績が

あるということは伺っております。

具体的には、現在の状況については、申し

わけございませんが、詳しい数値については

把握しておりません。

○福原工務課長 企業局工務課です。座って

説明させていただきます。

先ほど、どの程度土砂が毎年たまってくる

のかという話がございましたけれども、現在、

年平均で約２万立方メートル程度堆積してき

ております。それの中で実際に覆砂として使

える砂がどのくらいかというのは、今承知し
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ておりません。年によっていろいろ入ってく

る粒子の大きさ等に随分変動がありますので、

その都度調査をかけていくことになると思い

ます。

○井手順雄委員 ダムができて50年以上たっ

ているわけでありまして、環境ということの

ＰＴを見ますと、環境というのは、６月議会

までは企業局がすることですからというよう

なことで何もされてなかった。しかし、一般

質問の中では、指示を受けてやっとったと。

今質問しても答え切れないと。こういうこと

では、私はいけないと思うんですね。

やはりＰＴの中に入って、環境面というよ

うなことも一緒に精査して、水産も同じです

よ。入って、いろんなデータを出して、こう

いう委員会でやっぱり質問に出たら答えると

いう態勢をとって臨まなくては私はいけない

というふうに思いますので、よろしくお願い

したいと思います。

先ほど、水産のほうが、無料で来て2,000

円で買うと。いわゆる買うたということは、

覆砂手間とか、運搬手間とか、そういうのが

2,000円かかりますよということだと思うん

ですが、じゃあそこの海岸まで2,000円で売

るまでの間の金額というのは幾らぐらいかか

るのか、企業局にお願いします。立米当たり

です。

○福原工務課長 ただいまの御質問ですけれ

ども、立米当たり約5,000円かかります。

○井手順雄委員 それじゃ、その荒瀬ダムの

砂をとって海に覆砂する、まさに現場に覆砂

するまでいったら、結局7,000円かかるわけ

ですな。すると、今海砂の設計単価というの

が2,000円ですから――2,100円と先ほど言い

ましたけれども、2,000円なんですね。2,000

円なんです。私も詳しゅうございます。3,00

0円高かわけですな。

これだけ費用をかけて撤去するというのは、

環境面という方から見ればいいんですが、費

用対効果という面からいくならば、やっぱり

ちょっと考えるところもあるのかなと思いま

すし、また、87万立米あるというような話で

ございましたけれども、なぜ水産は６万立米

なのか。全部撤去するならば、87万のせめて

半分だったとしても40万ぐらいは撤去せな私

は環境対策にならぬというような思いがいた

しますので、今後このことについては精査さ

れるというふうに認識しておりますので、今

後も、やっぱり流域住民、または水産の漁民

さんあたりが納得するような対策にしていた

だきたいということの要望を添えて終わりま

す。

○鬼海洋一委員長 今の件は要望でよろしゅ

うございますね。特に、87万の原材料とそれ

から６万という整合性の問題についても触れ

られておりますので、ぜひ精査をお願いして

おきたいと思います。

ほかにありませんか。この問題について、

ほかにございませんか。

そしたら、今御報告の有明海・八代海再生

に係る提言への対応については、報告どおり

皆さん方の御了解をいただきたいと思います

が、よろしゅうございますか。

（ はい」と呼ぶ者あり）「

○鬼海洋一委員長 ありがとうございました。

次に移ります。

その他に進みたいと思いますが、西岡委員。

○西岡勝成委員 今、河川のこととか、沿岸

流域のこの問題とか、環境問題とか出ました

けれども、来週の月曜日には知事も呼んで荒

瀬ダムの存廃についての議論がなされますけ

れども、この環境問題というのは、今回も先

ほど井手先生もおっしゃっておりましたけれ

ども、余り存廃についての議論の中に含まれ

てないということ。
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本当に我々、私も、平成15年に、自民党の

プロジェクトチームの座長として、この問題

にかかわってきた経緯、中身、いろいろ考え

てみましても、非常に残念なことだと思いま

すし、今後はどっちにしても環境についての

いろいろな配慮をしていくということでござ

います。

既に、泥土の除去、砂利、砂等の覆砂事業

への活用等々、荒瀬についてはやっていただ

いておりますけれども、５年前に議論したと

きも、その10キロ上流にあります瀬戸石ダム、

このことについても我々は議論をいたしまし

た。非常に河口に近いダムほど環境に対する

影響は大きいわけでございまして、しかも八

代海に注ぐ唯一の１級河川でございますので、

その影響というのは非常に大きいものがござ

います。

そこで、私としては、存廃の結論について

は、まだ経済委員会が月曜日でございますの

で、差し出がましいことは言えませんけれど

も、同じ環境問題を考えていく場合に、10キ

ロ上流にある瀬戸石ダム――話を聞きますと、

やはり荒瀬ダムと同じような堆積があるとい

うような話も聞きますし、この委員会で、覆

砂事業も本当に効率といいますか、漁民の方

から非常に期待もされておりますし、実際そ

れなりの成果も上げておりますので、下流に

近い、しかも荒瀬と一体であるというような

意味で電源開発のほうにもこの委員会の意向

を伝えて、そういう決議をしていただいて、

委員会として、環境対策、覆砂事業を含めて、

いろいろな対策を国、県と一緒になってとっ

ていただくようなことをお願いしたらどうか

と思いますけれども、提案を申し上げたいと

思います。

○鬼海洋一委員長 今の件について、委員の

方々からほかに御意見ございませんか。

○髙野洋介委員 きょうは、荒瀬ダムのこと

は余り言わないつもりですけれども、西岡先

生が言われたことはごもっともだと思います

けれども、この議論に入る前に、２～３いろ

んな部署に質問させていただきたいんですけ

れども、委員長よろしいですか。

○鬼海洋一委員長 はい。この件に関してで

しょう。

○髙野洋介委員 この件というか、市房の件

にも係って、瀬戸石にも係りますけれども、

その上の市房のことにも係ってきて、県の姿

勢のことに……。

○鬼海洋一委員長 はい、どうぞ。

○髙野洋介委員 県は、荒瀬ダムのことは、

この間議会の議論の中でいろいろと話があり

まして、知事が精いっぱい取り組むというこ

とを私の質問にも答えていただきました。

しかし、知事は、瀬戸石ダム、またその上

の市房ダムのことに対しては、一切触れられ

ておりません。その上流の市房ダムも、確か

に私は環境対策をするべきだというふうなこ

とを考えております。

西岡先生が言われることも一理ありますけ

れども、根本の球磨川を考えた場合に、市房

ダムの今現在の環境対策を、まず伺いたいと

思います。

その中で、そして今度下流に戻ってきて瀬

戸石ダムがあるわけですけれども、電源開発

と県とのいろんな環境対策の今の現状を、い

ろいろな議論とか現状を含めてお尋ねいたし

ます。

もう１点なんですけれども、きょうは環境

生活部長がいらっしゃいまして、農水、そし

て土木部次長が来られておりますけれども、

この球磨川に対する考え方を井手先生の質問

のときにはいろいろ伺いましたけれども、井

手先生の質問の後にいろいろ部内で検討した
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結果なんかもありましたならば教えていただ

きたいなというふうに思っております。

というのは、知事が全庁を挙げて取り組む

という話をされておりますので、荒瀬ダムの

撤去以外に各部署部署どういう考え方で今後

球磨川に対する取り組みをされているのかと

いうお尋ねをさせていただきたいなというふ

うに思っておりますので、時間の関係上、的

確に簡潔に願います。よろしくお願いいたし

ます。

○鬼海洋一委員長 せっかくですから関連す

る質問はございませんか。

○西岡勝成委員 もう一回つけ加えておきた

いと思いますけれども、今荒瀬の話ばかりし

ましたけれども、河川にこういうダムとかい

ろいろなものができて、海岸線への砂利、砂

あたりの供給がとまっているのが現実でござ

いまして、今回はともかくとして、先にはや

はり国交省に対しても、こういう既存のダム

湖内の砂利、泥土のことに対しても、いろい

ろと予算をつけて環境面での対応もやっぱり

していくべきだというように私は考えており

ます。

○森浩二委員 関連。この前のたしか政審会

だったかと思いますけれども、そのときに知

事が上流の瀬戸石と市房も環境対策をすると

いうようにおっしゃったと思うんですよ。そ

の中でこれが出てきたと思うんですけれども、

市房のほうもやっぱり県の事業でやってるわ

けだから――これ民間ですよね。民間という

か、電源開発だから。それを言う前に県も、

市房をきちんとやりますというような言い方

をしないと、ここを民間だけに先にしろとい

うような言い方をするとですね。県のほうは

どういうふうな考え方で……。

○西岡勝成委員 私が言いましたのは、要す

るに河口に近いほどダムが復元する時間がな

いんですよね。市房は、上流にありますので、

その間でまた環境を復元する可能性を持って

ますけれども、河口に近いほどダムがそこで

環境を邪魔する、復元しないという考え方が

基本にあったものですから、差し当たりはこ

の荒瀬に近い瀬戸石のことを取り上げさせて

いただいた。

○鬼海洋一委員長 今、２つの側面からの質

問と御意見がありました。

１つは、特に民間に係る話でありましたの

で、これは後ほどまた議論させていただきた

いと思っておりますが、その前に、先ほどの

議題、有明海、八代海に係る話、ちょっとバ

ックしたような感もいたしますけれども、高

野委員のほうから、市房や瀬戸石ダムの対策

の整合性の問題と、それから環境問題に全力

というふうに知事はおっしゃったけれども、

全庁的に取り組んでいくという球磨川に関す

る考え方、環境生活部としてどのように考え

ているかという、この２点をまず、この質問

に執行部、お答えいただきたいと思います。

どなたがお答えになられますか。市房につ

いては、土木部のほうで今行われていること

等について。

じゃあ、野田河川課長。

○野田河川課長 河川課でございます。

市房ダムについてでございますけれども、

市房ダムにつきましては、まず、水質調査を

定期的に行っております。その中で水質の変

化を把握しております。

それと、土砂対策というふうなことで、土

砂が、この前新聞でも報道がございましたよ

うに70％以上を超えております。それにつき

ましては、土砂をためる容量というのを確保

しておりますけれども、これ100年分の容量

ということでございますが、それは堆積の進

捗が少し早いというふうなことでございます
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ので、それにつきましては、入る前に渓流部

で土砂をとらえて排出するというふうなこと

をやっておりまして、その進捗を抑えており

ます。それでも間に合わない場合、さらなる

対応というふうなことを考えていきたいとい

うふうに思っております。そういうことで、

水質のほうと土砂のほうを管理しておる状況

でございます。

以上でございます。

○鬼海洋一委員長 それでは、あと、これま

で瀬戸石に対する県としての関与といいます

かね、そのことについてはいかがでしょうか。

企業局ですか。

○福原工務課長 瀬戸石ダムとの関係を御説

明いたします。

私どもと瀬戸石ダムとの関係は、瀬戸石ダ

ムが荒瀬ダムの10キロ上流にあるということ

で、瀬戸石ダムがピーク発電という形で運転

をされています。１日のうちに４～５時間程

度の運転、それを荒瀬ダムのほうで受けまし

て、荒瀬ダムのほうでならして下流のほうに

水を供給すると、そういう瀬戸石と荒瀬の関

係がございます。それで密接に関係がありま

して、ふだんから情報のやりとり等をやって

いるところでございます。

電源開発の現在の貯水池の状況でございま

すけれども、堆砂につきましては、19年度末

で約73万7,000立方メートルの堆砂があると

聞いております。これは、瀬戸石ダムの計画

堆砂量というのがあるんですけれども、それ

に対して95.8％と、かなりの堆砂が今あると

いうところでございます。これまでに、瀬戸

石のほうでは約25万立方メートルの堆砂を除

去したというふうに聞いております。

今、瀬戸石と荒瀬との関係なんですけれど

も、この堆砂について、お互いに解決してい

かなくちゃいけないということで今議論を進

めているところでございまして、今回こうい

う提案がされようとしておりますが、以前か

ら、私どもも、土砂についてお互いに解決を

図っていこうということで、今国交省さんに

もお話をしながら進めていこうとしていると

ころでございます。

瀬戸石はそういう状況で、荒瀬につきまし

ては、先ほどからちょっと出てますけれども、

堆砂につきましては87万立方メートルの堆砂

がございます。荒瀬のほうにつきましては、

計画堆砂量の容量が大きい関係から、現在堆

砂率としては42％ということで、運用上は特

に問題になる量ではございません。ただ、荒

瀬につきましては、量的には問題ないんです

けれども、局所的にたまっているところがあ

るものですから、そのことによっていろんな

弊害等が生じているのは現実でございます。

○鬼海洋一委員長 それでは、具体的な問題、

さっき高野委員の質問の１点についてお答え

をいただきました。あと、全庁的にこの環境

問題に取り組むということでの知事答弁を受

けて、球磨川に対する環境問題の――市房か

ら遙拝堰、ある意味では一気通貫みたいなこ

ういう意味だというふうに思いますが、河川

全体の環境問題をどうするかという意味で、

環境生活部のほうで部長お答えになりますか。

じゃあ、部長どうぞ。

○村田環境生活部長 知事の知見の中にあり

ましたように、基本的にはなければないほう

がいいという姿勢を示されておられましたが、

環境生活部の考え方の根底、私だけ、私たち

環境だけの側面でいくならば、やはりダムそ

のものについては、いろんな場面での影響は

あるものというふうな認識を持っております。

ただ、状況的に、そういうものが瀬戸石だ

けでなくて、例えば川だけじゃなくて海も含

めた意味でいくと、球磨川を全体の中で状況

的に見ていくという姿勢は、私たち持たなけ

ればならない視点だろうとも思っております。
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そういった中で、これまで環境生活部の立

場としては、いわゆる環境のいろんな基準等

々も含めて監視指導していく立場として物を

言ってきたというのが実際の立場でございま

す。

そういう意味では、河川管理者である国土

交通省、あるいは瀬戸石ダムを持っている電

源開発株式会社、あるいは企業局が持ってい

るダム等々に対して、私たちのそういった監

視指導の視点から、環境対策に対するものを

今回も意見を申し上げたところですけれども、

さらに、有明海、八代海、あるいは球磨川水

系全体をにらんだような意味でのそういう見

方をやはり強めていかなければならないとい

うふうなことを思っております。そういった

視点で今後対処していきたいというふうに考

えております。

○髙野洋介委員 土木部のほうにちょっと再

質問させていただきますけれども、水質調査

と土砂の堆積を今後検討していくという話な

んですけれども、今後、水質調査を継続しな

がら、少しでも水質が悪くならないように今

後やっていくと、土木部として積極的に取り

組むという形の答えとして受け取ってよろし

いんでしょうか。

○野田河川課長 河川課でございます。

まず、水質の件でございますが、水質につ

いては、市房ダムにつきまして定期的にやっ

ておりまして、水質について特に顕著に問題

になっているという状況では、まず今のとこ

ろないという現状でございます。

それと、ある一定の気象条件とか条件が重

なりますと、本年度もありましたように、ア

オコ等が発生したこともございます。

それに対しては、対症療法でございますが、

取り除くというふうなことと噴水を利用した

打撃とかいうようなものを含めて対応策をや

っております。そういう、今のところ現状を

維持するというふうな状況でございます。

それに対しまして、さらに水質をというよ

うなことでございますので、我々、どういう

ことができるのかということを検討してまい

りたいというふうに考えております。

○井手順雄委員 関連でいいですか。

先ほどの話の中で、今現在……（ 95.8で「

す」と呼ぶ者あり）95.8％の土砂が堆積して

いると （ これは瀬戸石のほうです」と呼ぶ。「

者あり）市房のほうは、今何％の堆積率で何

立米あるのかということと、今おっしゃいま

したけれども、さらなる検討をしていきたい

ということであれば、じゃあ荒瀬同様、砂を

撤去するというような事業の方向にされてい

かれるのか、それをお聞きします。

○野田河川課長 堆積土砂の件でございます

が、済みません、数字を持ってないんですが、

私の記憶では75％だったと思います。

そういうことで、堆積の土砂の堆積状況が

予想よりも早いというふうなことでございま

して、それに対しまして上流のほうで――で

すので、立米数を、済みません、ちょっと手

元に持ってきておりません。100年分の堆積

容量を持っておりますのが例えば何立米とし

ますと、その75％ということでございますの

で、至急ちょっと数字については取り寄せた

いと思います。

○鬼海洋一委員長 数字は、まだ後ほどです

ね。

○井手順雄委員 もう１点、今後環境対策に

取り組んでいくと、土木部の管轄の中で。じ

ゃあ、そういう撤去、いわゆるその堆積土を

とるというような事業の方向に向いていかれ

るんですかというような質問でございます。

○野田河川課長 河川課でございます。
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先ほど申しましたように、75％は早いもの

ですから、上流のほうの入り込むところに砂

防ダムをつくっております。その砂防ダムで

土砂をとらえまして、そこで……。

○井手順雄委員 それはさっきお聞きしまし

た。しかし、もう75％はたまっとるわけです

たいね。これに対して環境が悪化する可能性

もあることだから、その75％に対しての撤去

とか、そういう事業は考えられているんです

かという質問です。

○野田河川課長 現在のところ、75％の状況

をキープするように努力しておりまして、10

0％近くなってきますと、当然ほかの容量、

治水容量だったり利水容量だったりするとこ

ろに影響を与えるということになりますと、

今堆積している土砂についても将来的には考

える必要があるんじゃないかというふうなこ

とで考えております。

○鬼海洋一委員長 よろしいですか。

○髙野洋介委員 市房に関しては、企業局は

されないんですか。

○福原工務課長 市房ダムは、土木部のほう

の所管で、企業局のほうは……。

○髙野洋介委員 関係ないわけですね。

○福原工務課長 はい。

○鬼海洋一委員長 ほかにありませんか。

○福島和敏委員 私も、球磨川の最下流に住

む人間として、私、西岡委員が提案されたこ

とは非常に重要なことだろうと思うんですね。

私たち、荒瀬ダムについては相当議論をやり

ますけれども、10キロ上の瀬戸石ダムに対し

てほとんど議論をしない。それは電源開発だ

からしないかもしれませんね。

しかし、今一気通貫という話がありました

けれども、球磨川全体を考えてみた場合、絶

対やっぱり環境面では特に議論せないかぬ。

だから、やっぱり電源開発に対して、一緒

になって環境問題で取り組もうという、やっ

ぱりその提言、アクションは絶対必要だと思

いますので、ぜひ委員長に取りまとめていた

だいて、そういう動きをしていただければな

と思います。

○鬼海洋一委員長 ほかにありませんか。

○堤泰宏委員 その他は、球磨川以外でもい

いわけですか。

○鬼海洋一委員長 できれば、今の問題に少

し集中して、この問題でまず……。

○堤泰宏委員 その後にちょっと。

○髙野洋介委員 最後に。

私、誤解されていたら困りますけれども、

私は、西岡先生が先ほど言われたことは大賛

成なんですよ。ただ、その前に森先生が言わ

れたように、県が２つのダムを挟んどるわけ

ですよね、電源開発株式会社を。そこの２つ

をちゃんとせぬとに、間ばっかりわあわあわ

あわあ、県としてせろせろというのはおかし

いんじゃないかということで、２つのダムを

きちんと県がした上で、それ以上じゃなかば

ってん、それなりに電源開発も瀬戸石ダムに

対して取り組んでくださいという意向の、私

趣旨の質問をさせてもらいましたので、そこ

ら辺は皆さん御理解していただきたいなとい

うふうに思っております。

以上です。

○鬼海洋一委員長 それでは、大体意見も出
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尽くしたようですので、私のほうで取りまと

めたいというふうに思います。

今、まず前提として、県だから市房をとい

うお話がありました。このことについては、

野田河川課長のほうからも今説明があってお

りますけれども、この問題について特に環境

の面から取り組むべき課題、特にアオコの―

―熊日新聞での報道もあっておりまして、随

分県民の皆さん方も御心配いただいたことで

はないかというふうに思っておりますけれど

も、その意味で環境面からの市房ダムの現在

の管理、今後の対応についても、改めて求め

ておきたいというふうに思います。

なおかつ今回は、荒瀬問題が集中的に本会

議の中でも議論されたわけでありますが、荒

瀬は企業局、市房は土木部ということで、管

轄するそれぞれの単位部局の中での取り組み

がこれまでの進めてきた事業状況ではなかっ

たのかというふうに思っておりますが、改め

て、今御指摘もありましたように、環境の面

からどうなのかということでは、環境生活部

も、特に球磨川全体の流れ、そして八代海に

及ぶ影響、こういうものを含めて環境の面か

ら、それぞれの例えば企業局やあるいは土木

等について意見具申をする、あるいはお互い

の環境の面での意見交換をするという場面が

あってもいいのではないか。あるいは、その

ことをやらなきゃならぬというのが今議会の

特徴的な出来事ではなかったのかなというふ

うに思っておりますので、そのことも委員の

同意がいただければ、そういうふうにまずき

ょうの取りまとめをしたいというふうに思い

ます。

それから、西岡委員のほうから御提言があ

りました瀬戸石ダムの電源開発に対するこの

取り組みの要請の話でありますが、県や河川

管理者である国土交通省などの関係機関との

連携の上、環境対策の充実を実施してもらう

よう何らかの意思表示を行うことが必要であ

ろうというふうに思います。

ただ、委員会としては、民間の会社に対す

る我々としての要望でありますので、まずは

要望の形ではいかがかなと考えておりまして、

意思表示を行うことについての御意見並びに

行うとした場合にどういう文案にするかとい

う意味で、少し私のほうでその案をまとめて

おりますので、まず皆さん方にこれを御一読

いただきまして、御意見をいただいた上で、

できますれば要望という形で取りまとめて、

そして電源開発のほうに申し入れをしたいと

思っておりますので、よろしくお願いしたい

と思いますが、そういうことでいかがでしょ

うか。よろしゅうございますか。

（ はい」と呼ぶ者あり）「

それでは、その案をお配りいたしますので、

御一読いただきたいと思います。

（要望(案)配付）

○鬼海洋一委員長 それでは、もう全部配り

終わりましたか。

担当書記に朗読をさせますので、じゃあよ

ろしくお願いします。

○内田政務調査課課長補佐

電源開発株式会社

代表取締役 中垣喜彦様

八代海の再生に向けた瀬戸石ダムの環境対

策充実の要望(案)

八代海は閉鎖的な海域であるため陸域から

の影響を受けやすく、平成12年７月に発生し

た渦鞭毛藻赤潮では魚類養殖に甚大な被害が

生じ、近年も赤潮の多発などによる漁場環境

の悪化が強く懸念されております。

熊本県は、平成14年11月に、有明海及び八

代海を再生するための特別措置に関する法律

が成立したことを受けて、平成15年３月に

「有明海・八代海再生に向けた熊本県計画

(以下「県計画」という。)を策定・公表し、

下水道や浄化槽の設置等の生活排水対策や、

沿岸漁場の環境改善や資源管理等による水産

資源の回復に努めております。
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熊本県議会においても、平成16年２月に、

県に対して県計画の着実かつ計画的な推進と

重点項目や短、中・長期的に取り組む施策に

ついての提言を行ってまいりました。

しかしながら、八代海における漁獲高は長

期的な減少傾向が続いており、八代海の漁獲

に密接な関係がある干潟についても、泥質化

や面積の減少傾向が見られる中、球磨川から

の流入負荷や土砂の供給などについて、一刻

も早い対策の強化が必要であり、海域を含む

流域全体の中で対策に取り組むことが重要で

あると考えます。

今議会においても、蒲島知事が決断した荒

瀬ダムの存続について、熱い議論が交わされ

ているところであり、環境対策は大きな問題

となっております。

よって、熊本県議会に設置され八代海の再

生を付託調査事件とする環境対策特別委員会

は、球磨川や八代海の環境改善のため、荒瀬

ダムの10㎞上流に設置されている瀬戸石ダム

についても、ダムを管理・運営する電源開発

株式会社に対し、県や河川管理者である国土

交通省などの関係機関と連携のうえ、瀬戸石

ダム貯水池内に堆積する泥土の掘削・浚渫や

砂礫を球磨川下流域さらには八代海へ適切に

供給することなど、環境対策の充実を強く要

望します。

平成 年 月 日

熊本県議会環境対策特別委員会

委員長 鬼海洋一

以上でございます。

○鬼海洋一委員長 ということで、とりあえ

ず私のほうでこの案を作成いたしました。今

配付したばかりですので、なかなか質問は出

ないかと思いますけれども、もしこの文案で

よければ、こういうことで取りまとめをした

いというふうに思いますが、何か御意見ござ

いませんか。

○岩中伸司委員 質問です。ちょっと勉強不

足で……。

真ん中辺に、電源開発に出すだけですので、

「熊本県議会においても、平成16年２月に」

からずっと文章書いてありますが、これは、

どの何に対してということが具体的な主語と

して出てこないと、電源開発はわからないん

じゃないですか。

○鬼海洋一委員長 いや、その前段で「平成

14年」以降ずっとあって「県議会においても、

平成16年２月に、県に対して県計画の着実」

ということで……（ 文言については、委員「

長で取りまとめてもらって、何かあれば…

…」と呼ぶ者あり）

それでは、ちょっと部分的な問題があれば

文法的に少し修正することもあり得るという

前提で、この案について御同意をいただきた

いと思います。よろしゅうございますか。

（ はい」と呼ぶ者あり）「

○鬼海洋一委員長 それでは、この内容で要

望させていただきたいと思いますが、相手方

の対応については、委員長私とそれから吉永

副委員長に御一任いただくようにお願いした

いと思いますが、よろしゅうございますか。

（ はい」と呼ぶ者あり）「

○鬼海洋一委員長 それでは、そのようにさ

せていただきます。

続きまして、その他の件について。

○堤泰宏委員 今、球磨川のことが中心です

から、私発言はいかがかなと思っておりまし

たけれども、関連で。

私の阿蘇区域に下筌ダムというのがござい

ますですね。あれは杖立の川から福岡県の筑

後川に向かっていくわけですね。それから、

高森町にも河川があります。これは宮崎県の

五ヶ瀬川に向かって流れていきます。そのも

う一つ手前に、野尻のあのダムは何だったで

すかな――これは名前をちょっと忘れました
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けれども、いろいろそういうこともあります。

それから、立野のダムが今建設中でございま

す。

それで、ダムの影響というのは、私は今ま

で余り考えておりませんでしたけれども、こ

の議論を聞いておりますと、ダムというのは、

かなりいろんな広範囲で影響を及ぼすもので

あるという気がいたしますので、特に下筌ダ

ムはかなり老朽化しておりますので、下筌ダ

ムがあることによって、地元住民また下流に

何らかの影響があるや否か、そういうことを

ちょっと教えていただきたいと。

それから、立野ダムが、完成に向けて、着

々じゃありませんけれども、どうにか進んで

おりますけれども、これが完成した暁には、

やはりそういう環境問題にも配慮する必要が

あるのかなと。

今まで、高度成長で日本の国は余り環境問

題を言ってませんでしたので、何かちょっと

気にかかりますので、そういうこともひとつ

御検討をお願いいたします。

終わります。

○鬼海洋一委員長 どなたかお答えいただき

ますか。

○野田河川課長 河川課でございます。

下筌ダム、立野ダムともに、直轄の国管理

の河川に設置されております国管理のダムと

いうようなことでございます。下筌ダムにつ

きましては、御存じのとおり既に建設が済ん

で管理の段階でございます。

県としましては、熊本県に流れ込んでいな

いということもあるわけでございますが、こ

の下筌ダムについては、済みません、現在資

料を持ち合わせておりませんので、それなり

の資料を部署課に取り寄せて、また後ほど御

報告したいと思います。

それと、立野ダムにつきましては、環境も

含めて、建設に当たりまして国土交通省のほ

うで検討なされておると思いますので、それ

につきましても資料を取り寄せて御説明を持

ちたいと思います。

以上でございます。

○堤泰宏委員 お願いします。

○鬼海洋一委員長 ほかに。いいですか、そ

れで。

○堤泰宏委員 よかです。

○鬼海洋一委員長 それでは、ほかにありま

せんか。

（ ありません」と呼ぶ者あり）「

○鬼海洋一委員長 ほかにありませんという

ことで、きょうの審議、これで一応終わりた

いというふうに思いますけれども、陳情書が

提出されておりますので、これは気候保護法

制定について国への意見書提出に関する陳情

ですので、これはそれぞれお手元に配付して

おりますので、参考までにお読みいただきた

いと思います。

それでは、続きまして、付託調査事件の閉

会中の継続審査についてお諮りをいたします。

付託調査事件については、引き続き審査す

る必要があると認められますので、本委員会

を次期定例会まで継続する旨、会議規則第82

条の規定に基づき議長に申し出ることにした

いと思いますが、御異議ございませんか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

○鬼海洋一委員長 それでは、ありがとうご

ざいました。異議なしと認めて、そのように

いたしたいと思います。

大変長時間にわたりましたけれども、皆さ

ん方真摯に御議論いただきましてまことにあ

りがとうございました。

特に、本日は、多方面にわたるさまざまの

御意見をいただきましたし、そしてまた、執

行部で取り組むべき課題、今要望等もいただ
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きましたように、私どもが今後取り組むべき

具体的な課題についてもお示しをいただきま

した。次回まで、きょうの議論を参考にしな

がら、それぞれの部署で具体的に取り組んで

いただきたい、そのことをまず執行部にお願

いを申し上げておきたいと思います。

以上で本日の議題はすべて終了いたしまし

た。

これをもちまして、第９回環境対策特別委

員会を閉会します。

どうもありがとうございました。それぞれ

よき年をお迎えされますように、おくれまし

たけれども、お願い申し上げたいと思います。

午後０時30分閉会

熊本県議会委員会条例第29条の規定により

ここに署名する

環境対策特別委員会委員長


